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開議 午前１０時００分 

 

◎開議の宣告 

○議長（中村芳隆君） おはようございます。 

  散会前に引き続き、本日の会議を開きます。 

  ただいまの出席議員は26名であります。 

 

─────────────  ◇  ───────────── 

 

◎議事日程の報告 

○議長（中村芳隆君） 本日の議事日程は、お手元

に配付のとおりであります。 

 

─────────────  ◇  ───────────── 

 

◎市政一般質問 

○議長（中村芳隆君） 日程第１、市政一般質問を

行います。 

  発言通告者に対し、順次発言を許します。 

 

─────────────  ◇  ───────────── 

 

◇ 相 馬   剛 君 

○議長（中村芳隆君） 初めに、３番、相馬剛君。 

○３番（相馬 剛君） おはようございます。 

  議席番号３番、ＴＥＡＭ那須塩原、相馬剛です。

通告に従い、市政一般質問を行います。 

  １、通学区について。 

  市内の児童生徒及びその保護者の教育環境に対

する考え方や要望はここ数年多様化していると思

います。そして平成27年度から県立高校の学区制

度が廃止されます。この目的は、県内の中学生が

どこに住んでいても同じ条件で自由に行きたい高

校を選べるようにするということです。また、中

高一貫教育校や私立の中学校に学区指定はありま

せん。本市の小中学校でも学区外への就学希望を

一定の許可基準をもって可能となっております。

さらに平成24年度から小規模特認校制度により学

区外への就学ができるようになっております。 

  そこで、以下のとおり学区についての現状と将

来への対応を伺います。 

  ⑴県立高校の学区廃止への対応について。 

  ①現中学３年生への進学指導について、現状と

課題を伺います。 

  ②進学希望の状況について、現時点と昨年の違

いを伺います。 

  ⑵学区外への通学について。 

  ①現在本市の小中学生で国立、県立の小中学校

や私立の小中学校に通学する児童生徒数を伺いま

す。 

  ②指定された学区以外に通学する児童生徒数と、

その主な申請理由を伺います。 

  ③学区外への通学についての所見と将来への対

応を伺います。 

  ⑶小規模特認校への就学について。 

  ①この制度設置から３年目となりますが、現在

この制度により就学した児童生徒数を伺います。 

  ②就学児童生徒と保護者の意見や評価を伺いま

す。 

  ③この制度に対する所見と今後の展望を伺いま

す。 

  ⑷学区外への就学希望の多様化と学校づくりに

ついて、所見と将来の展望を伺います。 

  以上、１回目の質問といたします。 

○議長（中村芳隆君） ３番、相馬剛君の質問に対

し、答弁を求めます。 

  市長。 

○市長（阿久津憲二君） 相馬議員の質問について

答弁をさせていただきたいと思いますが、これ、

現実は私が答弁すると、教育委員会で書いたもの
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を読むだけになってしまう、そういうおそれもあ

りますし、専ら教育委員会が深く検討事項として

やっている内容でございますので、以下について

市長が答えないで何だと言われるかもしれません

が、教育長から以下の答弁についてお答えをいた

だきたいと思いますので、お許しをいただきたい

と思います。 

○議長（中村芳隆君） 教育長。 

○教育長（大宮司敏夫君） それでは、私のほうか

ら通学区のお問い合わせにつきまして順次お答え

をさせていただきたいと、こう思います。 

  まず⑴の県立高校の学区廃止への対応について

のお尋ねでございますけれども、まず①の県立学

校の学区廃止に伴う中学３年生への進学指導につ

いての現状と課題についてでありますが、各中学

校におきましては進路指導主事を中心に、全校体

制で生徒の進路指導に当たっております。 

現時点では、今回の学区廃止に伴って進路指導

の内容が大きく変わるということはありませんが、

できるだけ入試情報を迅速に保護者や生徒に伝達

することや、進学対象校の広域化によりまして生

徒の志望校、あるいは受験校がこれまでよりもふ

えるということになる場合には、それに伴いまし

て事務手続等の仕事がふえるということは予想さ

れる課題かなと、こんなふうに思っております。 

  次に、②の進学希望状況の現時点と昨年との違

いでございますけれども、県が行います進路希望

調査、これは全県的に行いますが、これは10月１

日現在と12月１日現在、年２回実施をされており

ます。したがいまして、現時点で全市的な現中学

３年生の状況といったものは、申しわけございま

せんが、把握はできないということでございます。 

  次に、⑵の学区外への通学についてお答えをい

たします。 

  まず①の国立、あるいは県立、私立小中学校へ

の通学児童生徒数でございますけれども、本年度

５月１日現在でありますが、本市の小中学生で国

立の小学校へはおりません。中学校につきまして

は５名が通学をしております。県立の中学校に通

学している生徒は58名、それから私立の小学校へ

は２名、中学校へは34名のそれぞれの生徒が通学

をしているというような状況にございます。 

  次に、②の指定された学区以外に通学する児童

生徒数と、その申請理由についてでございますけ

れども、指定された学区以外に通学する児童生徒

数は５月１日現在で、本市におきましては651名

おります。その申請理由としましては、住居の転

居、それから保護者の就労等のための留守家庭、

通学距離、指定校に希望の部活動がない場合等、

そういった理由が挙げられます。 

  次に、③の学区外への通学についての所見と将

来への対応ということでございますけれども、ま

ず学区についてですけれども、これは学校教育法

施行令第５条によりまして、本市におきましても

市の教育委員会があらかじめ各学校ごとに通学区

域を設定し、これに基づいて居住地により就学す

べき学校を指定させていただいております。 

一方で地域の実情や保護者の意向に十分配慮し、

児童生徒の具体的な事情に応じた対応を行うこと

が大切でありまして、学校教育法施行令第８条に

よりまして、本市におきましても指定学校変更許

可基準、これを設けて対応しているところでござ

います。 

  さらに、同法第９条に基づきまして区域外就学

許可基準、こういったものを設けまして、他市町

に住所を有する児童生徒につきましても、就学の

許可をしているということであります。 

  多くの子どもたち、保護者にとりまして、それ

ぞれの実情に合った学校選択が可能となっている

と考えております。児童生徒のよりよい学習環境
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を確保するために、今後もこの制度の適正な運用

を図ってまいりたいと、このように思っておりま

す。 

  次に、⑶の小規模特認校への通学に関してのお

尋ねでございますけれども、まず①のこの制度に

より就学した児童生徒数についてでありますけれ

ども、本制度は平成24年度からスタートいたしま

したけれども、初年度につきましては７名、翌年、

平成25年度につきましては９名、そして今年度に

は19名の申請がありまして、制度開始から３年間

で計35名の申請があるというような状況にありま

す。 

  次に②の就学児童生徒と保護者の意見や評価に

ついてのお尋ねですが、保護者の意見や評価につ

きましては、各対象校から聞き取りをしたものを

ご紹介したいと思います。「少人数だと担任初め

学校の先生方の目がより行き届き効果的な教育が

受けられる。今、特認校制度を利用して満足して

いる」というふうなこと。あるいは、「アジア学

院との交流するグローバルタイムや放課後学習教

室など特色ある事業を実施しており、子どもも刺

激を受けているようです」というようなこと、

「農業・畜産を初めとする四季折々の体験学習な

ど特認校ならではの独自の取り組みをしていて、

地域と学校が一体となって子どもを育てている小

規模特認校に入学させてよかったと思っていま

す」というような感想があります。 

  もう一方で「保護者の送迎が原則なので、燃料

費の負担が大きい」と、こういったご意見もあり

まして、全体的には比較的よいご意見、評価をい

ただいておるというふうに受けとめております。 

  次に、③のこの制度についての所見と今後の展

望についてでございますけれども、小規模特認校

制度は、那須塩原市小中学校適正配置基本計画に

基づきまして導入された制度でありまして、対象

校に指定された学校が今後も存続するために、特

色ある学校づくりを積極的に進めることで、入

学・転学を希望する児童生徒及び保護者にその教

育機会を提供することは意義のあるものと、こう

考えております。 

  今後の展望につきましては、教育委員会として

も特色ある学校づくりを支援し、対象校が維持発

展するために継続的な取り組みを通して学校規模

の適正化に結びつけていきたいと、このように考

えております。 

  最後に⑷の学区外への就学希望の多様化と学校

づくりについての所見と将来の展望についてのお

尋ねでございますが、これまで述べてきましたよ

うに、指定学校変更や区域外就学の手続をとって

学区外の学校に通学することを希望する児童生徒

が多くなることが予想されます。また、学校選択

の弾力化を受けまして、本市の小規模特認校制度

の対象校が地域性や学校の特色を最大限に生かし、

特色ある学校づくりを展開することによりまして、

その趣旨に賛同する保護者が本制度を利用して児

童生徒を就学させることも、また一方で大いに意

義のあることと、このように考えております。 

  今後ますます児童生徒や保護者が学校に対して

さまざまな願いや思いを持つことが考えられ、各

学校はそれらを十分に酌み取りながら、積極的な

学校経営に努めていく必要があろうかと、こう思

っております。 

現在、本市が進めております人づくり教育は、

そのスローガンとしまして「楽しさいっぱい 夢

いっぱい ふるさと大好き 那須塩原っ子」を掲

げておりまして、市内全校で取り組んでいるとこ

ろであります。どの校も子どもたちが自分の住ん

でいる地域の中で、そして地域の人々とのかかわ

りを通して、自分たちの住んでいる地域、郷土を

愛する心を持ち、那須塩原が大好きと心から言え
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る子どもをこれからも大切に育てていきたいと、

このように思っております。 

  以上です。 

○議長（中村芳隆君） ３番、相馬剛君。 

○３番（相馬 剛君） ありがとうございます。 

  それでは、⑴から順に再質問をさせていただき

たいと思います。 

  まず、学区廃止によって進路指導の内容は大き

くは変わらないということでしたが、生徒の進路

希望の状況も大きくは変わらないと予想されてい

るのでしょうか。また、全校体制での進路指導と

のことですが、県内全高校の建学の理念や指導方

針、そして通学の方法など、あらゆる状況を把握

しているスペシャリストの先生というのはいるの

でしょうか。 

  それと、進路希望調査が10月にならないと状況

の把握ができないというふうなことでしたが、３

年生の保護者からは、もう４月の段階で学区廃止

への不安の声は何回かお聞きしました。10月以降

の調査ということになっているとのことですが、

それで十分に対応ができるのでしょうか。 

  以上、３点お伺いいたします。 

○議長（中村芳隆君） 答弁を求めます。 

  教育長。 

○教育長（大宮司敏夫君） それでは、お答えをさ

せていただきたいと思います。 

  まず、生徒の進路希望の状況が、この学区廃止

によって大きく変わらないかということでありま

すけれども、これが県教委のほうで出しておりま

すリーフレットで、学区廃止によってこんなふう

になりますよというのが既に出されている。裏面

にも、先ほど議員がおっしゃいましたように、こ

の目的はどういうことか。それから、それによっ

てどんなことが予想されるかということがわかり

やすく書かれているものが既に配付されていると

思います。 

そういったものも加味しながら、これはあくま

でも予想でしかないわけですけれども、それほど

大きくどこかに偏るというふうなことは、県教委

でもそのような判断のもとにこの制度に踏み切っ

ているわけですが、私もそのように考えておりま

す。 

  また、当然全県域となりますので、多種多様な

高校が、これから生徒たちが選択をするというよ

うな場面になるわけでありますので、今まで以上

に進路指導というものも当然のことながら重視さ

れてくるわけであります。 

議員もご承知と思いますけれども、中学校にお

きましては進路指導主事という位置づけをされた

先生がおりまして、多くの場合には中学校３年所

属の先生が多いわけですけれども、ただ進路指導

ということは、別な言葉に置きかえればキャリア

教育ということでありますので、中学校におきま

しては中学校１年の段階から将来の仕事というこ

とを意識して、例えば中学校１年生ですと職業に

ついて学ぶ、それから２年生ですとマイチャレン

ジに代表されますように、実際に自分で体験をし

てみる。 

  そして、３年生になってそれを実現するために

どういう進路を選択すればいいかということで、

学校の選択がなされてくるわけでありますので、

そういった段階を経ながら進められるように、こ

の進路指導主事が中心となってそれらの教育活動

を調整していくということになろうかと思います。 

  また、進路希望が10月にならないと状況が把握

できないということになりますが、これは全県的

な統計としてのものでありますので、当然のこと

ながら各学校におきましては、先ほど申し上げま

したようにキャリア教育の学習活動の中で適宜進

路希望調査をしている。ただ、それが他校と、あ



－176－ 

るいは県内の中でということの比較がなかなかで

きないという状況にあるということもご理解いた

だきたいというふうに思います。 

  なお、３年生におきましてはこの夏休みには１

日体験というものを各県立高校が実施をしますの

で、そこに希望して、本人はもちろん保護者も希

望する学校に出向きまして、どういった学習が入

学後あるのかというふうなことをつぶさに体験す

ることができますので、そういったものも今後、

進路選択には大変役立つものであろうと思ってお

ります。 

  また、毎年県立高校につきましては入学試験の

実施細則というものがつくられまして、その内容

につきましても、10月ぐらいになってからになり

ますけれども、３年生、あるいは保護者対象に説

明を細かくする、そういう機会もあります。そう

いったことを踏まえながら、適切に進路選択とい

うんでしょうかね、がなされるものであろうと思

います。 

  ただ、学区廃止に伴う、初年度ですので、なか

なかどういうふうになるのかということは、受け

入れる側、県立高校側もそうですし、志望する本

人、保護者にとっても、ちょっと状況がどうなる

かということに対する不安は、これは拭えないの

ではないのかなと、こんなふうに思っております。 

○議長（中村芳隆君） ３番、相馬剛君。 

○３番（相馬 剛君） ありがとうございます。不

安は多少ありますが、十分な対応が可能だと、十

分に対応するというふうなご答弁かと思います。

よろしくお願いしたいと思います。 

  続きまして、⑵の再質問をさせていただきます

が、まず、現在市外の小中学校に通学する児童生

徒は合計で99名というふうにお聞きしました。こ

の99名という数字、そしてその全体からする割合

というのは他市町と比較してどうかと、そういう

数字はお持ちでしょうか。また、この数を多いと

考えるのか、標準的というふうにお考えになるの

かお伺いします。 

○議長（中村芳隆君） 答弁を求めます。 

  教育長。 

○教育長（大宮司敏夫君） それでは、市外に通っ

ている児童生徒数についての状況についてですけ

れども、隣接する市町のいわゆる学区外への通学

状況でありますけれども、今年度４月現在の数字

でありますけれども、大田原市におきましては小

学生が21名、中学生44名、計63名、児童生徒数約

１％というようなことであります。矢板市におき

ましては小学生10名、中学生92名、合計102名と

いうことで、児童生徒数の約3.8％程度。那須町

におきましては小学生12名、中学生が26名、計38

名ということで、これも約２％というふうなこと

であります。 

  本市につきましては、先ほどお話がありました

とおり99名でありますが、これは市内の児童生徒

の約１％弱ということになりますので、そういう

数字を並べてみますと、本市の状況というのも標

準的という言葉は当てはまりませんけれども、そ

う大差はない数字かなというふうに思っておりま

す。 

○議長（中村芳隆君） ３番、相馬剛君。 

○３番（相馬 剛君） 当地域と申しましょうか、

那須郡地域、栃木県の北部地域とは大体そんなに

変わらないような数字だというふうなことを今、

お伺いいたしました。 

それでは、本市の市外の学校にそういうふうに

通学といいますか、通う子どもたちとその保護者

のニーズがあると思うんですが、国立、県立、私

立の学校、そういうところに通うニーズがあって

行かれるんだろうと思いますが、その市外の学校

に通う子どもたちのニーズを本市内の学校では応
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えられないというふうにお考えなのか、十分応え

られるというふうにお考えなのか伺います。 

○議長（中村芳隆君） 答弁を求めます。 

  教育長。 

○教育長（大宮司敏夫君） 今のご質問ですけれど

も、市外の県立、あるいは国立、あるいは私立、

そういった学校を選ぶというのは、恐らく保護者

のほうではそこで行われる教育に何か求めるもの

があって、そういう選択をされると思いますので、

それと同等のものを市内にあるかどうかというこ

とは、ちょっと比較にはならない部分もあるのか

なというふうには思います。 

ですので、その辺の選択につきましてはそれぞ

れの保護者の方々が、ここにかける教育への思い

があってそういう選択をされるものであろうと思

っておりますので、本市におきましては、先ほど

申し上げましたように人づくり教育ということで、

これも本市としては特色のあるすばらしい教育で

あろうと思っておりますので、それについては引

き続きしっかりと展開をしていきたいと、そんな

ふうに思っております。 

○議長（中村芳隆君） ３番、相馬剛君。 

○３番（相馬 剛君） 市内の学校と市外、県立、

国立、私立の学校とは多少その内容が違うので比

較はできないと。そのニーズに応えられるか、応

えられないかということに関しては、現時点では

何とも言えないというところのご回答でよろしい

んでしょうか。はい。わかりました。 

  昨年、９月の一般質問で市章について、市のマ

ークですね─市章についての質問をした際、本

市の市の学習は副読本で勉強するというふうなご

答弁をいただきました。「夢ある那須塩原市」と

いう副読本だと思いますが、先日いただきまして

中身を見せていただきまして、あの副読本は非常

にすばらしい副読本でありまして、本市の歴史、

地理、また産業、そしてごみ処理や健康といった

生活についてもわかりやすく解説されている副読

本でございます。 

  それとまた、先日、那須野が原博物館を視察し

た際、金井館長のすばらしいお話をお聞きいたし

ました。例えば、現在那須疏水の取り出し口の模

型を展示されておりますが、あの那須疏水の取り

出し口の建築物は、先日世界三大遺産に選ばれま

した富岡製糸工場と同等の建築物で、日本三大疏

水と共同で申請すれば、もしかしたら世界遺産に

なるのかもしれないというふうなぐらいの遺産で

あるというふうにお聞きしました。 

  こうした通常の教育課程以外の学習も本市内の

学校であれば校外学習等で勉強すると思います。

しかし、市外の学校であればなかなかそこまでの

学習をする機会は十分にあるとは考えにくいとい

う気がいたします。そういう学習をすることがよ

り地域を愛する心がより一層深まるんだろうとい

うふうに思います。 

  私の思い過ごしであればよいのですが、市外の

学校に通う子どもたちは比較的学力レベルの高い

生徒ではないかなというふうに思います。この子

どもたちのニーズに本市の市内の学校で何とか十

分にニーズに応えられるとしたならば、もし市外

の学校を選ぶ理由が単に市外の学校に通うことが

ステータスだというふうにもし思われているとし

たならば、私は非常に悔しいと思っております。 

  特色ある学校づくりというテーマで昨年愛知県

の東海市を視察した際、そこでは自分たちの学校

に自信と誇りを持っているというふうに感じまし

た。そういうこともありまして、今後、学区外通

学と学校のあり方についてはもう少し研究し、ま

たどこかの機会がございましたら質問したいと思

います。 

  続きまして、⑵②の質問ですが、指定された学
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区外に通学する子どもたちは651名と伺いました。

ここに市の外から、市外から通学してくる児童生

徒は含まれているのでしょうか。もし含まれてい

るとしましたら何名ぐらいおりますか、伺います。 

○議長（中村芳隆君） 答弁を求めます。 

  教育長。 

○教育長（大宮司敏夫君） では、お答えを申し上

げます。 

  その前に、先ほど議員がおっしゃった中で、ぜ

ひご理解いただきたいことが１点ありますので、

お話申し上げたいと思うんですが、副読本を使っ

ての学習、それから校外学習ですが、あれは教育

課程内の、教育課程外ではなくて、教育課程の中

の勉強であります。時間としてきちんと位置づけ

られておりますので、ご理解いただきたいと思い

ます。 

  今の質問ですけれども、数字としては含まれて

おります。５月１日現在で区域外就学制度を利用

している児童生徒数は小学校では56名、中学校で

は24名、計80名がその数となっております。 

○議長（中村芳隆君） ３番、相馬剛君。 

○３番（相馬 剛君） ありがとうございます。す

みません。想像よりもちょっと数字が多かったな

というふうな印象を持っております。 

  続きまして、指定された学区以外の通学につい

てでございますが、その申請理由についてでござ

いますが、保護者の就労や通学距離などの物理的

な理由ということはわかりますが、希望する部活

動がないからという理由の申請はこの651名のう

ち何名になるか伺います。 

○議長（中村芳隆君） 答弁を求めます。 

  教育長。 

○教育長（大宮司敏夫君） お答えを申し上げます。 

  部活動関係の理由、その申請の理由ですが、40

名ございます。 

  以上です。 

○議長（中村芳隆君） ３番、相馬剛君。 

○３番（相馬 剛君） 40名ということでございま

したが、部活動が理由でということで指定外の学

区の中学校に通うということがあるということで

ございますが、やはり、これも昨年９月の質問で

申し上げましたように、例えば運動部であれば、

スポーツアカデミー方式ということで週一、二回、

専門部の先生が指導したりですとか、例えば文化

部ですとかブラスバンド部ですとか、そういうの

もやはりそういったアカデミー方式によって専門

部で指導するというような体制がとれれば、より

子どもたちのニーズに応えられるんだろうという

ふうに思います。 

  続きまして、⑵の③についての再質問ですが、

子どもたちや保護者にとって実情に合った学校選

択と、よりよい教育環境を確保するための学区外

就学許可基準を設けているということでございま

す。恐らくその９項目の許可基準だったと思いま

すが、この許可基準以外に許可されるということ

はないと考えてよろしいでしょうか、伺います。 

○議長（中村芳隆君） 答弁を求めます。 

  教育長。 

○教育長（大宮司敏夫君） 議員おっしゃるとおり、

この基準に照らしての判断でございますので、こ

の基準以外に許可するということはございません。 

○議長（中村芳隆君） ３番、相馬剛君。 

○３番（相馬 剛君） わかりました。 

  続きまして、⑶についての再質問でございます

が、小規模特認校について申請が年々増加してい

ること、また、評価も比較的よいとのこと。そし

て、今後も特色ある学校づくりに取り組んでいく

ということでございます。この制度の発展を期待

したいというふうに思いますが、この小規模特認

校制度には定員というのはあるのでしょうか、伺
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います。 

○議長（中村芳隆君） 答弁を求めます。 

  教育長。 

○教育長（大宮司敏夫君） お答え申し上げます。 

  この制度についての定員というものはございま

せん。 

○議長（中村芳隆君） ３番、相馬剛君。 

○３番（相馬 剛君） 定員の設定はないというこ

とでございますが、小規模特認校の特色が最大限

に生かせるのは１学年何名ぐらいが適当というふ

うに、先生、お考えでしょうか、伺います。 

○議長（中村芳隆君） 答弁を求めます。 

  教育長。 

○教育長（大宮司敏夫君） 一応、今、国が定めて

おります定員ですけれども、小学校１年、２年に

つきましては35人学級ということかと思います。

ですので、この範囲の中が相当かなと思いますが、

かといって余りにも少な過ぎるというのも、また

学習集団を構成するという意味では余り望ましい

ものではないと思いますので、その間ぐらいかな

と、こんなふうに思っております。 

○議長（中村芳隆君） ３番、相馬剛君。 

○３番（相馬 剛君） その間ぐらいと、35名から

少ないと、この間ぐらいというようなところだと

思いますが、ある市町村の小規模特認校では１学

年20名というふうに設定されているところもある

というふうに、ちょっと見たことがございます。

 将来、この小規模特認校制度が十分に機能いた

しまして、もし逆に人数がふえるというようなこ

とがもしあった場合には、そういったところもご

研究していただければというふうに思います。 

  それでは最後になりますが、⑷についての再質

問をいたします。 

  本市では不登校対策にサポートセンターやメー

プル、発達障害に特別支援学級など、きめ細やか

な学校のシステムを擁し、教育機関は充実してい

ると思いますが、市外の学校に就学を希望する子

どもたちのニーズにももしかしたら応えられるよ

うな制度があったほうがいいのではないかなとい

うふうに思います。 

「井の中の蛙、大海を知らず」という言葉もあ

り、また、グローバル社会と言われて久しいとこ

ろで、市外の学校で義務教育課程を送るというの

も意義のあることなのかもしれませんが、単に市

内の学校では物足りないと感じる児童生徒及び保

護者がいるとするならば、それに応えていただき

たいと。 

優秀なお子さんは市外の教育機関や塾で教えて

もらうという選択肢もあるのかもしれませんが、

本市の将来を担う子どもたちを郷土のすばらしい

環境の中で勉強していただくということも、また

重要なことだろうと考えます。 

  そこで、市外の学校に就学を希望する生徒に対

する市内の学校へ何とか就学していただくための

方法、もしくは施策等、何かお考えがありました

ら、お伺いしたいと思います。 

○議長（中村芳隆君） 答弁を求めます。 

  教育長。 

○教育長（大宮司敏夫君） それではお答え申し上

げます。 

  まず、市外に通われている方々につきましては、

本当にそれぞれ、一軒一軒さまざまな理由という

んですか、事情があってそういうような選択をさ

れているんであろうと、私ども理解しておりまし

て、その基準に照らして適切に対応させていただ

いていると理解しております。 

義務教育につきましては、当然のことながら学

習指導要領に沿って全国どこにおきましても同じ

ような、同様の同質の教育がなされているはずで

ありますので、本市におきましてもしっかりと他
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市に負けない教育はやっているつもりでございま

す。 

  加えまして、議員ご承知のとおり、これからは

本市におきましても、さらに特色のある教育を進

めていこうとしておりまして、今年度からＡＬＴ

の全校配置であったり、それからタブレットを導

入したりした新しいスタイルの授業に取り組んで

いくということも、これもまた、いわゆる義務教

育の中でさらに特色をつけた教育活動になってい

くだろうと、こう思っております。 

そういったものもどんどん、市内はもとより市

外に広くＰＲして理解をしていただくことにより

まして、本市が魅力ある教育をしているというこ

とをさらに強く認識していただけるように努力し

ていきたいと思っております。 

  また、先ほど副読本につきまして大変お褒めを

いただきまして、大変うれしく思います。あの本

につきましては、議員おっしゃるとおり大変わか

りやすく本市のことについて、子どもはもちろん

ですが、大人の方もよく理解できるすばらしいも

のであろうと思っておりまして、実はあの本は学

校に配っただけではなくて、市の図書館にも用意

してございますので、手元になくても図書館に行

けばあの本を見たりすることもできます。 

今後、あの内容につきましても、私どもも工夫

して、さらに広く多くの方に理解していただける

ようにしていきたいというふうに思っております

し、なお一層、これからの社会に巣立っていく子

どもたちにとっては、やはり自分たちが生まれ育

ったところについてはしっかりと学んで、誇りを

持って大人になって社会で活躍していただきたい

というふうに思っております。 

  こういったものも既にご承知のとおりリンツ、

リサとの交流なんかも、これもとてもいい刺激に

なっていると私は思っております。 

どうか学校だけではなくて、ぜひ地域の方々も、

地域の子どもたちについての教育に関心を持って

いただいて、地域で子どもたちを育てていこうと。

地域の中で子どもたちが学んでいくと、そういっ

た環境をぜひ、全市挙げてつくっていければいい

なと、こんなふうに思っておりますので、どうぞ

ご協力をいただきたいと思います。よろしくお願

いします。 

○議長（中村芳隆君） ３番、相馬剛君。 

○３番（相馬 剛君） 地域を挙げての子どもたち

の育成ということで理解をいたしました。しかし

ながら、その通学区につきましては今後ますます

学区外通学を希望する児童生徒が多くなると予想

されるという答弁もございまして、学校選択の弾

力化を受けて、人々から選ばれる学校づくりとい

うものも必要になってくるのかなというふうに思

っております。 

  実は昨年の秋、中学校の野球の全国大会で関西

のある有名私立中学校のチームと対戦をいたしま

した。その有名私立中学校のチームは小学校から

中学校に上がる段階で、いわゆる特待制度で野球

の能力の高い中学生を集めているというふうなお

話も伺いまして、今後そういうことも多くなって

くるのかなというふうな気もいたします。それに

ついて対抗するということはないとは思うんです

が、そういう社会になってきたときのことも少々

考えていただきたいというふうにも思っておりま

す。 

  そういう中で、例えば学力の進んでいる児童生

徒には特別選抜クラス、もしくは廃校になった学

校を利用しての特別選抜の学校などを設置しては

いかがでしょうか。また、小規模特認校への通学

の手段というのが、保護者の送迎が前提というこ

とになっておりますが、公共交通機関等を利用し

た通学がもし可能であれば、もっと幅広く要望す
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るご家庭もあるのではないかというふうに思って

いるところでございます。可能であればご検討い

ただきたいというふうに思います。 

  ことし、市内の小中高校を卒業して大田原の医

療系の大学を卒業した若者が数名、東京、千葉、

埼玉の病院に就職をいたしました。地元の病院に

も採用枠はあったようですが、県外に出ていきま

した。現在、ふるさと納税という制度もあり、地

元に貢献することはできるというふうなこともご

ざいますが、本市の人材という財産を流出しない

ための施策も切に希望いたしまして、私の一般質

問を終わります。 

  ありがとうございました。 

○議長（中村芳隆君） 以上で、３番、相馬剛君の

市政一般質問は終了いたしました。 

 

─────────────  ◇  ───────────── 

 

◇ 髙 久 好 一 君 

○議長（中村芳隆君） 次に、11番、髙久好一君。 

○１１番（髙久好一君） 皆さん、こんにちは。11

番、日本共産党、髙久好一です。 

  一般質問を始めます。 

  まず、一番目の介護保険についてです。 

  来年４月実施に向け、医療・介護総合推進法案

の成立が見込まれていますが、自治体が対応に苦

悩し、反対する声も上がっています。本市の対応

と考えを求めるものです。 

  ⑴保険給付から外され、市の事業に移行される

要支援１、２の受け皿を確保できる見通し、また

ボランティアに移行した場合のサービスの低下・

重症化防止への対応は可能ですか。 

  ⑵です。初期の対応が大切と言われる認知症の

ケアを専門家が対応できなくなる事態について、

考えを聞かせてください。 

  ⑶です。今でも施設入所待機者が多い中、入所

対象を要介護３以上と制限が実施された場合、市

民にはどのような影響が出ると考えていますか。 

  ⑷です。一定の所得者の利用料を２割に引き上

げることは、利用控えからの重症化を招き、さら

には全ての利用者の２割負担化への移行が懸念さ

れることについて、市はどう捉えていますか。 

  ⑸です。国が３月に発表した介護保険サービス

提供の調査では、医療機関退所者の35％が１カ月

から３カ月にもとの施設に戻っています。強制的

に追い出しを図ることは許されないと思うことか

ら、考えを伺うものです。 

  以上、５点について答弁を求めます。 

○議長（中村芳隆君） 11番、髙久好一君の質問に

対し、答弁を求めます。 

  保健福祉部長。 

○保健福祉部長（人見寛敏君） １の介護保険につ

いてのご質問に順次お答えをさせていただきます。 

  ⑴の保険給付から外され、市の事業に移行され

る要支援１と２への対応につきましては、今回の

制度改正の趣旨は、介護保険を持続可能なものと

するための重点化・効率化を図ることにあります。

この見直しによりまして、全国一律のサービス内

容であった訪問介護と通所介護について、市が地

域の実情に合わせて行う新しい総合事業に移行す

ることとなります。既存の事業所によるサービス

に加えて、ＮＰＯ法人や民間事業者などの多様な

主体が受け皿となることによりまして、利用者の

選択の幅が広がるものと考えております。 

  また、新しい受け皿となる事業者に対しまして

は、あらかじめ市が事業者としての認定を行うこ

となどにより、サービスの維持向上に努めたいと

考えております。 

  次に、⑵の認知症のケアを専門家が対応できな

くなる事態について、市の考えはとのご質問にお
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答えをいたします。 

  今回の制度見直しにおきましては、認知症の方

は精神科病院や施設を利用せざるを得ないという

これまでの考え方を改め、認知症になっても本人

の意思が尊重され、できる限り住みなれた地域で

暮らし続けることができる社会の実現を目指すこ

ととしております。 

  具体的には、認知症は特に早期診断・早期対応

が重要であることから、地域包括支援センターな

どの職員が認知症の初期段階で認知症の人やその

家族に対して個別の訪問を行い、適切な支援を行

う仕組みとして、認知症初期集中支援チームを地

域支援事業に位置づけることや、地域の実情に応

じた認知症施策の企画調整等を行うために、地域

包括支援センターに認知症地域支援推進員を配置

することなど、体制の強化を図ることとしており

ます。これらの支援チームや支援推進員は医療機

関とも連携して業務を行いますので、制度改正後

も専門家が対応できなくなるような事態はないも

のと考えております。 

  次に、⑶の入所対象を要介護３以上とする制限

が実施された場合、市民にはどのような影響が出

るかについてお答えをいたします。 

  特別養護老人ホームへの入所を希望しながら、

在宅での生活を余儀なくされている高齢者が数多

く存在していることを踏まえ、在宅生活が困難で

ある中・重度者を支える施設として重点化を図る

ため、入所基準を要介護３以上に限定するとの見

直し案が示されております。しかしながら、要介

護１・２の軽度者であっても、やむを得ない事情

により特別養護老人ホーム以外での生活が著しく

困難であると認められる場合には、特例的に入所

を認めることができるとされております。 

  特例の要件につきましては、今後、国から具体

的な基準が示されることになりますので、こちら

については注視をしてまいりたいと考えておりま

す。 

  次に、⑷利用料の２割負担に関するご質問にお

答えをさせていただきます。 

  利用者負担の見直しにつきましては、今後、介

護費用が増大し保険料も上昇が予想される中で、

負担の公平化を図って、相対的に負担能力のある

所得の高い層の方には２割負担をお願いするとい

うものでございます。 

対象となる所得水準につきましては国において

検討中ではございますが、高額介護サービス費に

より自己負担の月額には上限がございますので、

見直し対象者全員の負担が必ずしも２割になると

いうわけではないことから、利用差し控えによる

重症化には直結しないものと考えております。 

  なお、全ての利用者の負担が２割になることに

つきましては、国からの情報はございません。 

  次に、⑸の医療機関退所者の35％が１から３カ

月以内にもとの施設に戻っていることについて、

市の考えはとのご質問にお答えをいたします。 

  国が平成25年10月に実施をいたしました介護老

人保健施設の在宅復帰支援に関する調査において、

介護老人保健施設から医療機関に移った35％の方

が１から３カ月以内にもとの介護老人保健施設に

戻っているという結果が示されております。 

介護老人保健施設では入所者の病状から見て、

施設内において必要な医療を提供することが困難

な場合は医療機関を受診させることが必要になり、

そこで病状が安定すると再び施設で介護や看護、

リハビリを受けて自宅への復帰を目指すことが本

来の方針でありますので、強制的な追い出しはな

いものと認識をしております。 

  以上でございます。 

○議長（中村芳隆君） 質問の途中ですが、ここで

10分間休憩いたします。 
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休憩 午前１０時５８分 

 

再開 午前１１時０８分 

 

○議長（中村芳隆君） 休憩前に引き続き会議を開

きます。 

  11番、髙久好一君。 

○１１番（髙久好一君） 答弁がありました。⑴か

ら再質問をしていきます。 

  介護保険が持続可能にするために新しい事業も

取り入れながら進められていくと、市のほうから

は事業がしっかりと受け継いでいかれると、そう

いう答弁だったと思います。 

中央社会保障審議会が昨年末に行った自治体ア

ンケートでは、要支援１・２の自治体への事業の

移行について可能と答えた自治体はわずか17.5％

でした。ここで確認ですが、那須塩原市は無難に

継続していけるだろうという、そういう捉え方で

よろしいのでしょうか。 

○議長（中村芳隆君） 答弁を求めます。 

  保健福祉部長。 

○保健福祉部長（人見寛敏君） 先ほどもお答えし

ましたとおり、現在サービスを提供している事業

者は、その事業を移行するというふうなことがで

きるというふうな形になってございますので、今、

サービスを受けていらっしゃる方はそのサービス

を引き続き受けていただけるというふうな制度改

正の中の説明も国からございますので、そのよう

な対応ができるというふうに考えてございます。 

  以上です。 

○議長（中村芳隆君） 11番、髙久好一君。 

○１１番（髙久好一君） 非常に高齢者には安心で

きる答えだと思います。こうした事業、全国でこ

の事業に先立って先行モデル事業が13の自治体で

全国的に行われております。東京の世田谷区もこ

の一つです。無資格のボランティア等による家事

援助サービスをこの秋から実施する計画です。通

所介護も代替と考えられているのは同区内社会福

祉協議会に登録したボランティアが行うミニデイ

です。利用できるのは自分で会場まで来ることが

できる人が対象です。月２回以上の開催が条件で、

利用者１人につき250円の補助が出ます。 

ミニデイは他に補助もなく要支援の人を受け入

れることは想定されていません。つまり、市の今

回の要支援に対する受け入れということは想定さ

れていないということです。そこで伺っていきま

す。 

  市の想定する受け皿が那須塩原市では生きがい

サロンなどになる以外に思いつきませんが、今で

も予算が少なく、自治会や地域の人々の協力と善

意による持ち出しが活動の中心になっていると聞

いています。このような状況の中で受け皿となり

得るのでしょうか。持続的なサービスが可能なの

か、会場まで来られない人への対応はどのように

なるのか、改めて伺います。 

○議長（中村芳隆君） 答弁を求めます。 

  保健福祉部長。 

○保健福祉部長（人見寛敏君） 生きがいサロンが

このＮＰＯ法人とか民間事業者というところの想

定にあるのかというふうなところはございます。

実際に那須塩原市内にこういった介護サービスを

提供するＮＰＯ法人ということであれば、数少な

い状況にはございます。ですので、市といたしま

しては、本年度、策定を進めております高齢者福

祉の第６期計画の中で、この移行をどういうふう

にやっていくかというところもこれから決めてい

こうと思っております。 

国からの資料でございますと、来年度から３カ

年の中でスムーズな移行をするようにというふう
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な中身でございます。 

  当然ＮＰＯを育てるというふうな形、受け皿を

育てるというふうなことも必要かとは思いますけ

れども、やはり生きがいサロンにつきましては、

地域の中で自治会を中心に地域の高齢者の方々と

つながりを持って、要は地域の中での見守りであ

ったり、支え合いであったり、それが、実際に実

施主体が、高齢者の方が実際には生きがいサロン

の実施主体であっても、お互いに支え合うと、お

互いさまというふうな、そういった気運も醸成さ

せていただくというふうなことの狙いもございま

すので、その部分がどこまでこういった要支援

１・２の移行の受け皿とすべきかというようなと

ころも、これからの検討課題だとは考えておりま

すけれども、当初はやはり現在サービスを提供し

ていただいている事業者のところにお願いをする

というふうな形で、高齢者の方には引き続きのサ

ービスを提供していこうというふうには考えてご

ざいます。 

  以上です。 

○議長（中村芳隆君） 11番、髙久好一君。 

○１１番（髙久好一君） 現在、介護制度を利用し

ている方には引き続き利用できると、そういうお

話だったと思います。 

国会審議が参議院で行われております。その中

で田村厚労相は専門的なデイサービスが必要な例

として、生活に支障がある度合いを示す日常生活

自立度２以上を上げ、要支援の中で１・２の全て

の方が利用できるわけではないと、利用できる方

はこのうちの七、八パーセントであると、こうい

う答弁をしています。 

こういうことから、那須塩原市の要支援の１・

２の合計は、新しい人数でいきますと1,220人の

うち1,220人が要支援１・２です。このうち七、

八％の８％として98人しか制度を利用できないこ

とになります。こうした事態に市はどのように対

応していく考えでしょうか。 

○議長（中村芳隆君） 答弁を求めます。 

  保健福祉部長。 

○保健福祉部長（人見寛敏君） 先ほど議員がおっ

しゃいましたとおり、本年４月30日現在で本市内

で要介護度認定を受けた方の中での要支援１、

要支援２と判定された方については1,220名、

29.5％ということで、３割近い方が要支援１・２

と判定をされておりますが、実際にはこういった

方々、要支援１・２という形になれば地域包括支

援センターなどのサービスを中心に受けていただ

くという形にはなりますけれども、実際には本人

が希望されるサービスは受けられるという体制は

整えておりますので、その部分については必要な

方に必要な支援をという部分で、介護予防の部分

も引き続きサービスを提供できる体制は整えてい

く必要があるものと考えております。 

  以上です。 

○議長（中村芳隆君） 11番、髙久好一君。 

○１１番（髙久好一君） 介護サービスを必要とす

る方にはサービスを整えていくというお話でござ

いました。受けられるというお話とちょっと幾ら

かずれがあるかなと、私は思っているんですが、

まだ審議中ということもあります。国のほうの行

方を見守り、地域にはやはりお年寄りが安心して

介護を受けられるというものをしっかりと求めて

いきたいと思います。 

  ⑵に移ります。 

  認知症の問題です。初期の対応が大切というこ

とで質問をいたしました。部長のほうからも認知

症については初期の対応が大切だというお話が出

ました。今、認知症の方の行方不明が大きな社会

問題となっています。奈良県の天理市は昨年12月、

市議会がこんな意見書を全会一致で可決しました。
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要支援外しは早期発見、早期対応の認知症のケア

の原則に反すると。こういう意見書を国に提出し

ています。 

  要支援者の中には認知症の人や視覚・聴覚障害

者など緊急に専門的支援が必要な人が少なからず

含まれています。閉じこもりなど援助を拒否する

人も多く、熟練した介護職員が繰り返し訪問する

中で心を開き、援助につながる例も少なくありま

せん。そのような支援はボランティアにはできな

いと言われております。しかも、政府は自立を支

援し重度化を防ぐとしてこの要支援者向けサービ

スをつくりました。こうした中での保険外しは全

く道理がありません。 

  そこで伺っていきます。那須塩原市の要支援者

認定者の中にいる認知症の方を把握されていると

思いますが、要支援の認定者の中にいる認知症の

人数とどのような対応をしているのか、今後の対

応についても考えを聞かせてください。 

○議長（中村芳隆君） 答弁を求めます。 

  保健福祉部長。 

○保健福祉部長（人見寛敏君） 介護認定について

は認定の申請がある段階で随時行っております。

最新の情報で手元にありますのが、平成26年４月

１日現在ということで集計をしたものがございま

す。その中で認知症の自立度の判定の中でⅡａ以

上の方が、要は手助けの必要な認知症の方という

ふうな捉え方になるんですが、そのⅡａ以上の方

で要支援１というふうに判定されている方は32名、

要支援２というふうに判定されている方は21名と

いう形で、そのような自立というふうな部分での

判定も実際にはございます。 

  これ、個々に応じてさまざまな仕組みがござい

まして、まず認知症自立度の判定につきましては、

かかりつけの医師がこの判定を行って、要介護認

定の申請にこの資料をつけていただくというふう

な形で認定を進めていくわけでございます。その

ような中で、トータルで判定をして要支援１、要

支援２というふうな判定が結果としてはなされて

いるというふうな状況がございます。 

  以上です。 

○議長（中村芳隆君） 11番、髙久好一君。 

○１１番（髙久好一君） 要支援の中に合わせて53

名の方がいらっしゃって、医師が判定をしている

ということでございます。要支援の保険外しはか

ろうじて支援につながっていた人を孤立させ、自

立した生活を奪うものです。重度化が進み孤独死

の危険も高くなります。こうした認知症認定者の

さらなる介護支援を求めるものです。 

答弁の中で認知症支援員というような言葉も聞

かれました。先日、ＮＨＫでイギリスではリンク

ワーカー、認知症コーディネーターなどの専門の

職員が支援し、認知症の人でも人生に目的を持っ

て暮らせる対応が報道されています。 

  次に、進みます。 

  ⑶です。入所待機者の問題です。 

  本市の要介護３以上の方は1,380人で、介護認

定者の33.4％を占め、施設入所待機者は243人、

平成26年４月30日現在で昨年より10人ふえていま

す。そこで伺っていきます。本市で現在要介護２

まで、要介護３以下で入所している認定者は何人

いますか。新しい制度が実施された場合、その認

定者たちは引き続き利用ができますか。聞かせて

ください。 

○議長（中村芳隆君） 答弁を求めます。 

  保健福祉部長。 

○保健福祉部長（人見寛敏君） 要介護度別の市内

の介護施設への入居者の集計が、平成26年１月の

時点で行ったものがございます。その中で、要介

護１、要介護２の入居者の方は合わせて35人、全

体の11.2％、おおむね１割の方が要介護１、要介
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護２であっても入所しているという状況にござい

ます。こういった方々については継続して入所で

きるというふうに制度改正においても国から通知

がございます。 

  以上です。 

○議長（中村芳隆君） 11番、髙久好一君。 

○１１番（髙久好一君） 引き続き入所できると、

そういう答えが返ってきました。ぜひ、しっかり

対応していただきたいと思います。要介護１、２

の方、先ほども言いましたが、合わせて1,220人。

認定者の29.48％を占めます。国は特別養護老人

ホームへの入所を要介護３以上に限定する、かつ

てない改悪を行います。全国の特養ホームの待

機者は52万人を超え、そのうち17万8,000人、

34.2％は要介護１、２の人です。これらの人は虐

待など一部の例外を除いて対象外となると。待機

者の枠からも除外されてしまいます。行き場のな

い高齢者が劣悪な環境のお泊りデイなどを漂流す

る事態に拍車をかけることになります。 

  政府はサービスつき高齢者住宅などを受け皿に

すると言いますが、月15万円から25万円もの負担

が必要です。特養ホームの申請者の多数は貧困、

低年金であり、受け皿にはなり得ません。こうし

たことが明らかになってきています。那須塩原の

場合はこういった心配はないと考えてよろしいの

でしょうか。 

○議長（中村芳隆君） 答弁を求めます。 

  保健福祉部長。 

○保健福祉部長（人見寛敏君） 昨日市長からもお

答えがあったとおり、現在のサービスを低下させ

ることのないように、新制度への移行についても

しっかりと対応していきたいと考えております。 

  以上です。 

○議長（中村芳隆君） 11番、髙久好一君。 

○１１番（髙久好一君） きのうの市長の答弁の中

でも、そのためにもしっかりと財源を確保してい

くという答弁がありました。ぜひ、那須塩原市の

高齢者の支えをしっかりとできるようお願いして

おきたいと思います。 

  先に進みます。 

  一定の所得者の利用について質問いたしました。

決して全部にこうなるわけではないということで

したが、私の心配は一定の所得者を２割に引き上

げることで、全体が介護の利用料が２割になった

ら、これは大変なことになるというので、何とし

てもこれはやめさせてほしいという思いで今回の

質問をいたしました。今、国会は参議院でとまっ

ています。介護保険料の２割負担が可能としてい

た資料は誤りだったとして、衆議院は通ってきた

んですが、この前提となる資料が撤回されました。

撤回された中で大変残念な状況です。 

  厚労相が、この使っていた資料が実際には当て

はまらないということで、資料を撤回してしまい

ました。この２割負担は60万円の余裕があるので

と、対象者は年金収入で単身ですと160万円。夫

婦ですと360万円以上の方、59万円という範囲で

の設定でしたが、この数字に大きな誤りがありま

して、根拠とならないということで、この資料を

撤回いたしました。そうした中で、残念ながら参

院、きょうにもあすにも強行採決の動きを報道し

ているマスコミもあります。 

  こうした資料、改めて出して、しっかりと審議

をして国会の役目を果たすよう求めるものです。

そうしないと、これからの介護計画、そんなにす

ごいことになるのでは、素直に市民も安心して聞

き入れられないということになっております。こ

の制度が、この介護法案が通ってしまって、この

制度が１年ほど過ぎると介護利用者の全てが２割

負担に移行されるのではないかという、そういう

懸念が全国的に起こっております。そうした中で
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全国の210の自治体がこの法案の撤回、廃案を求

めて国に意見書を提出しています。 

  さらに前に進んでいきたいと思います。 

  ⑸番の国が３月に提出した介護サービス提供の

調査でということで質問をいたしました。 

  答弁のほうは、安定したら在宅へ、悪化したら

またもとの施設へということを行っていて、安定

した介護が受けられ、強制的な追い出しにはなら

ないと思うというのが答弁だったと思います。 

全国で13の自治体が先行的に参加する国のモデ

ル事業、先ほども言いましたが、今度は東京の荒

川区です。腰痛でかがめず掃除など困難な80代の

女性が10年以上受けてきた生活介助を介護からの

卒業として認定してもらえず、年度末で打ち切ら

れるという事態が起こっています。こういうモデ

ル事業が、こうした事態が起こっているというこ

とに大きな不安を抱えて、今回の質問は行いまし

た。 

  まだ国会で審議中という部分もあります。私と

部長との受けとめ方がちょっとずれている部分が

あるかと思います。あと、国で審議中という問題

もあって、このような状況が生まれているのかも

しれません。那須塩原の介護認定者の全てがしっ

かりした介護を受けられるよう求めて、この質問

を終わります。 

  続いて、２番の消費者行政についてです。 

  国は相次ぐ食材偽装や高齢者の消費者被害の拡

大を受け、景品表示法、消費者安全法の改正を行

いました。以下について伺うものです。 

  ⑴市の消費者相談員の配置と雇用について、市

の現状と考えを伺うものです。 

  ⑵行政改革の一環として、民間委託の選択をす

る市もあるといいます。消費者行政の根幹をなす

ものであり、民営化はなじまないと思いますが、

市の考えを聞かせてください。 

  ⑶です。非正規相談員の雇いどめや任用回数の

制限を設けている自治体が問題となっていますが、

市の考えを求めるものです。 

  以上、３点について答弁を求めます。 

○議長（中村芳隆君） 11番、髙久好一君の質問に

対し、答弁を求めます。 

  生活環境部長。 

○生活環境部長（山﨑 稔君） 消費者行政につい

て３点お尋ねがありますので、⑴市の消費者相談

員の配置と雇用について、市の現状と考えについ

てから順次お答えをいたします。 

  現在、市の消費生活センターには、消費生活相

談員を５名配置しており、うち２名の相談員が月

に16日、うち３名の相談員が月に10日勤務をして

おりまして、常時２名ないし３名が勤務をしてお

ります。消費生活相談員は非常勤特別職として任

期を１年として委嘱をしておりますが、専門的知

識を持つ人材確保の面から任期満了となった相談

員を引き続き再任しております。今後も相談員は

専門的知識を持つ人材を確保していきたいと、こ

のようにも考えております。 

  次に、⑵消費生活相談業務の民間委託について

もお答えをいたします。 

  消費者安全法の改正により、消費生活相談業務

の民間委託について、一定のルールを整備するこ

とが示されました。しかしながら、消費生活相談

は中立性・公平性の確保や個人情報の保守に配慮

しながら、消費者からの相談に対応して解決を図

ることが必要であると考えます。 

  また、税務福祉関係部署等の職員が消費者トラ

ブルに遭っている人と対応したときには、消費生

活センターへの案内を依頼するなど、庁内の連携

を図ることも重要であり、市民にとっては市が対

応することで安心感が得られるのではないかと、

このようにも思っております。このようなことか
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ら、市としては現在のところ消費生活相談業務を

民間委託する考えはございません。 

  次に、⑶非正規相談員の雇いどめや任用回数の

制限についてもお答えをいたします。 

  消費生活相談には消費者問題に関する専門的な

知識や実務経験の積み重ねによって得られる交渉

力などの技能が必要であるため、市では消費生活

相談員の雇いどめや任用回数の制限は行っており

ません。 

  以上です。 

○議長（中村芳隆君） 11番、髙久好一君。 

○１１番（髙久好一君） 全体的な答弁でまず安心

しました。こういう方向でしっかりやっていただ

きたいと思っています。５名の相談員ということ

でやっているということでございました。そうし

た中で、今回の法改正は国の総計では非常勤職員

の相談員が全体の約75％を占めると、こう言われ

ています。相談員の待遇改善が今回の法改正の目

的とも言われています。そうした中で悪質な業者

に狙われやすい高齢者などの情報を警察や病院な

どでつくる地域協議会に消費者庁や自治体が提供

できるようにして、地域を見守る体制をしっかり

と整えていただきたいと思います。 

  藤村議員の質問の中でも答弁が結構出てきたん

ですが、重なる部分もあるかと思いますが、続け

ていきます。 

  市の５人の相談員の勤務体制と給与、月給16万

円掛ける12カ月、これは192万円に、単純に掛け

てこうなります。日給で月13万円程度と、こう聞

いています。そうすると、これは１年間で156万

円程度。どちらも200万円以下のワーキングプア

ということになります。部長の答弁でにわかに予

算を組むのは難しいということが藤村議員のとき

にはありました。しかし、連日報道される消費者

被害、国の改正表示法は年内に、改正消費者安全

法は２年以内に施行の予定となっています。こう

した中で伺っていきます。 

  こうした法改正にあわせて相談員を非常勤職員

でなく正規の職員として消費者センターを充実さ

せていくことが市民の消費生活を安全で豊かなも

のにつなげていくのではないかと思います。市の

考えを聞かせてください。 

○議長（中村芳隆君） 答弁を求めます。 

  生活環境部長。 

○生活環境部長（山﨑 稔君） お答え申し上げま

す。 

  藤村議員のほうにもお答え申し上げましたが、

現体制、現状の中で精一杯これらの業務について

頑張っていきたいというふうなことでありますの

で、にわかに相談員さんの増員とか、あるいは報

酬等の改定については現在考えておりません。 

  以上でございます。 

○議長（中村芳隆君） 11番、髙久好一君。 

○１１番（髙久好一君） オレオレ詐欺や振り込め

詐欺、ネットなど高齢者や若者が被害に遭う問題

が増加しています。市民が安心して消費生活がで

きるよう対策を求めて、この項の質問を終わりま

す。 

  続いて３番に入ります。 

  新庁舎建設と財政運営についてです。 

  市は新庁舎に係る組織について懇談会や検討委

員会などを設置し、スケジュールを示しました。

以下について伺うものです。 

  市民検討懇談会に公募市民３人が選任されたが、

市民の意見が十分に反映される制度となっていま

すか。 

  ⑵です。平成22年総合計画における市民アンケ

ートでは合併時の協定や特例債の期限ではなく、

無駄をなくし「慎重に」が大半を占めました。市

民の気運醸成の把握やアンケートの実施は考えて
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いますか。 

  ⑶です。財政規模の見通しについて、市長は可

能と答えています。特例債の規模や合併算定替終

了後の対応について、市の考えを求めます。 

  以上、３点について答弁を求めるものです。 

○議長（中村芳隆君） 11番、髙久好一君の質問に

対し、答弁を求めます。 

  市長。 

○市長（阿久津憲二君） 髙久議員の質問に私から

も順次お答えいたします。 

  新庁舎建設と財政運営についての質問でござい

ますので、⑴市民検討懇談会に公募市民３人が選

任されたが、市民の意見が十分反映される制度と

なっているかについてでありますが、市民検討懇

談会につきましては、市民の皆様のニーズや新た

な行政需要に対応できる庁舎建設に係る基本計画

を策定するに当たり、より市民の皆様の声に耳を

傾け、協働の中でのその方針を導き出すために設

置したものであります。 

  なお、懇談会の委員の構成につきましては、公

募で選出された委員を初め、自治会、婦人会等の

各種団体から推薦いただいた委員の皆様であり、

これらの方から新庁舎のあり方について多くのご

意見をいただきながら、計画に反映できるよう努

めてまいります。 

  次に、⑵で市民の気運醸成の把握やアンケート

の実施は考えているかについてですが、市民検討

懇談会において、委員の皆様からさまざまなご意

見をいただく中で、市民の皆様の気運醸成が図ら

れますよう努めていきたいと考えていますので、

アンケートの実施については現在予定しておりま

せん。今後、庁舎建設に係る基本計画を策定する

過程において、パブリックコメントを実施し、市

民の皆様のご意見を広く伺いながら計画策定を進

めていきたいと思っています。 

  最後に、⑶の特例債の規模や合併算定替終了後

の対応についてお答えいたします。 

  まず、合併特例債の発行規模についてですが、

平成26年２月に改訂した中長期財政の見通しは、

過度な将来負担を残さず、かつ合併特例債をある

程度温存できる中間型シナリオを選択し、平成32

年までの財政見通しを立てたものであります。新

庁舎の建設費は確定しておりませんが、この財政

見通しに基づき新庁舎整備基金を積み立て、合併

振興基金を活用しますと、合併特例債の発行規模

は約26億円となるものと見込んでおります。 

  また、合併優遇措置である合併算定替は平成27

年度から終了に向かい、普通交付税は５年間徐々

に減少し、平成32年度には現在より約12億円減収

になるものと見込んでおります。しかし、中長期

財政の見通しでは、このことを勘案して推計を行

っており、新庁舎建設に係る約26億円を含む事業

に合併特例債を発行してもなお、計画期間中に赤

字が生じない推計となっております。 

  合併算定替の終了後における対応についてです

が、現在のところ平成33年度以降の財政状況を推

計しておりませんので確たることは申し上げられ

ませんが、中長期財政の見通しに沿った財政運営

を継続していくことにより、特殊要因が生じない

限りは、市債残高は減少傾向となり、予算規模は

400億円程度を維持していくものと推測しており

ます。 

  第１回の答弁といたします。 

○議長（中村芳隆君） 11番、髙久好一君。 

○１１番（髙久好一君） 答弁をいただきました。

先日、市のほうから第１回の懇談会が開催され、

公募市民の元気な発言が行われたと聞いています。

まずは一安心というところです。そこで伺ってい

きます。 

  16人で構成する懇談会に占める公募市民の割合
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は３人。総合的な判断で選定したとしています。

３人とした根拠、年齢、性別、地域なども聞かせ

てください。今後のこの３人に期待するものにつ

いても聞かせていただきたいと思います。 

○議長（中村芳隆君） 答弁を求めます。 

  企画部長。 

○企画部長（片桐計幸君） 公募委員でございます

けれども、３名ということで、募集につきまして

は９名の方が応募をいただきました。そのうち女

性２人、男性１人を選んでおります。市民懇談会

の構成でございますけれども、16名ということで、

そのうち職員が４名入ってございます。あと、学

識経験者ということで１名入ってございまして、

そのほか11名の方が市民ということで意見を述べ

ていただいてございます。年齢につきましては30

代から50代の方が公募委員として選任をされてご

ざいます。 

  以上です。 

○議長（中村芳隆君） 11番、髙久好一君。 

○１１番（髙久好一君） ありがとうございました。

構成はわかりました。 

  さらに前に進んでいきたいと思います。 

  ⑵に入ります。 

  平成22年度の総合計画の市民アンケートの結果

から─アンケートを行うのかという質問をいた

しました。現在のところ、アンケートは想定して

いないと。行うのはパブリックコメントというお

話でございました。市民の気運醸成の把握はこの

懇談会の中で把握できると思うと、こういうお話

でございました。 

  さらに聞いていきます。市民の気運醸成の把握、

私のほうはしっかりとつかむのは、やはり市民ア

ンケートだと思って、市民アンケート以外で具体

的に把握する方法という質問を用意してきました。

具体的に把握する方法を持っていますかというこ

とでやりました。それがパブリックコメントであ

り、懇談会ということなんだと思います。そうす

ると、何となくもう懇談会の行方がわかってしま

うような、そんな感じにも思いますが、それは捉

え方が間違っているんでしょうか。考えを聞かせ

てください。 

○議長（中村芳隆君） 答弁を求めます。 

  企画部長。 

○企画部長（片桐計幸君） 懇談会につきましては

新庁舎建設に必要な意見や提案を反映させるため

に基本計画を策定するということで組織化された

ものでございます。議員、アンケートが一番だと

いうふうに仰せになりましたけれども、今後、市

民の気運醸成のためにいろいろな観点からＰＲを

していきたいというふうに思っております。 

また、懇談会の会議等の経過につきましてはホ

ームページで公表していきたいというふうに思っ

ていますので、そんなところからも市民の方から

ご意見がいただけるのではないかというふうに思

っております。 

  以上です。 

○議長（中村芳隆君） 11番、髙久好一君。 

○１１番（髙久好一君） ありがとうございました。 

  さらに⑶に続いて進んでいきたいと思います。 

  財政規模の見通しについて伺いました。合併特

例債は26億円程度と。少し幅を持たせながら財政

を温存しながら無理のないよう進めていきたいと

いうお話でした。 

  そこで、先に進めていきたいと思います。 

  市長は、市の財政は逼迫しているとして市長選

を戦いました。就任２年目からは本市の財政が全

国同規模類似市の中で財政的に豊かであるという

ふうに変わり、財政指標の将来負担比率ゼロを根

拠に示しました。この到着点が新庁舎建設という

ことにつながるのかなという思いで受けとめてい
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ます。 

  そこで伺います。 

  栃木県の自治体の中にも将来負担比率ゼロの自

治体が複数あります。現在の自治体の財政状況に

合わせて無難につくられた指標であるとの分析を

する方もいます。この指標自体が余り当てになら

ないということもわかりました。当市の財政分析

から市はどう捉えているのか、改めて聞かせてく

ださい。 

○議長（中村芳隆君） 答弁を求めます。 

  総務部長。 

○総務部長（和久 強君） 全国的に財政難の団体

が多いというふうなところかと思います。この新

庁舎建設について申し上げますと、先ほど市長が

答弁しましたとおり、その合併特例債をうまく活

用しまして、それでやっていこうというふうなと

ころでございます。 

  また、合併算定替終了後については、先ほどお

示しはしていないというふうなお話を差し上げた

ところでございますけれども、これにつきまして

も、やはり財政的に逼迫してくるというふうなと

ころは目に見えているところでございます。そん

なところからしますと、全国にそういうふうな合

併をしまして、どうしてもやはり財政的に苦しく

なるというふうなところが出てきておりますので、

そういうふうな団体が集まりまして、国のほう、

総務省というふうなことになりますけれども、そ

ちらに合併算定替の終了後につきましても新たな

財政支援、そういったものをしていただきたいと

いうふうな要望もしているところでございます。 

  そんなところを見据えまして、那須塩原市にお

きましてもいろいろな側面から財源的な、財政的

な切り盛りをしていきながら、今後、長期にわた

って安定的な財政運営をできるようにしていきた

いというふうに考えております。 

  以上です。 

○議長（中村芳隆君） 11番、髙久好一君。 

○１１番（髙久好一君） 答弁がありました。私の

ほうも那須塩原市の財政、油断はできないが悪く

もないと思っています。ですから、新庁舎建設は

慎重に進めなければなりません。 

  先に進みます。 

  今、部長の言葉からちょっと出ましたが、国は

財政の捻出の柱を国債発行から消費税に置きかえ

ました。国は合併時点では想定されなかった災害

などに対する財政需要に対して算定を反映すると

して、市町村の姿の変化に対応した交付税の算定

に反映する案を示しました。 

昨年の11月、合併に参加した263市町が合併算

定替終了に伴う財政対策連絡協議会をつくり、総

務省に対して新たな財源措置を早急に講じるよう

求める要望書を出しました。栃木県では９市町が

参加し、その中に那須塩原市が含まれています。

先ほど、そういう要望を行ったという案内があり

ました。 

  こうした動きを受け、総務省は１月に、平成26

年度以降５年程度かけて見直す。そして、正式に

実施と時期が案内されています。その内容は平成

26年度から支所に要する経費の算定案として自治

体向けに案内されましたが、人口8,000人規模に

対して計2.4億円。平成27年度は交付税の算定に

用いている標準団体、自治体の面積に拡大する方

向で見直し、公民館、保健センター、消防の出張

所等の数により見直し、順次交付税の算定に反映

すると、こうしています。これは計算していない

と、そういうお話でございましたが、そこで伺っ

ていきます。 

  この交付税の算定措置は１年ごとに減っていき、

５年後はゼロとなるという見方と、５年後以降も

最初の３割程度は保障されるという話があります。
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市はどう捉えていますか。 

○議長（中村芳隆君） 答弁を求めます。 

  総務部長。 

○総務部長（和久 強君） 先ほど、合併算定替と

いうふうなことで、これにつきましては合併して

から10年間据え置きで、それから５年間かけて少

しずつ減っていって、15年目にはゼロとなるとい

うふうなところでございます。それはもう決まっ

ているお話というふうなことになります。それで、

ただいま議員さんのほうからお話がありました

3,400億円程度というふうなお話かと思います。

これにつきましては、まだ国のほうでは案という

ふうなことで発表がなされているかと思いますの

で、はっきりまだ決まったというふうなことでは

ございませんが、案として流れてきているという

ふうなことにつきましては大いに期待するところ

があるというふうなことでございます。 

  以上でございます。 

○議長（中村芳隆君） 11番、髙久好一君。 

○１１番（髙久好一君） 大いに期待するというお

話でございました。すっかり入ってきて、それを

当てにして行うということではないんだと思いま

す。市は市民サービスを向上させるために新庁舎

建設を位置づけています。市は財政を安定的に運

営し続けることが確保されなければなりません。

そこで伺っていきます。 

  栃木県のように土木建設偏重の政策を進め県庁

舎は新築されたが、財政が逼迫し、新たな税負担

を県民に求めるような事態は決して許されません。

県の二の舞は御免だという声が市民の中に少なか

らずあります。市の考えを聞かせてください。 

○議長（中村芳隆君） 答弁を求めます。 

  総務部長。 

○総務部長（和久 強君） 先ほど来、市長のほう

からも答弁がありましたように、中間型シナリオ

というふうなことで、中長期の財政見通しを立て

てございます。そんなところで、そのシナリオに

沿った財政運営をしていきたいというふうに考え

ております。ですから、特殊要因がなければ現在

の財政規模でやっていけるものというふうに推測

をしているところでございます。 

  以上です。 

○議長（中村芳隆君） 11番、髙久好一君。 

○１１番（髙久好一君） 答弁がありました。ぜひ、

しっかりした計画をつくって慎重に運んでいただ

きたいと思います。消費税の増税と福祉の切り捨

て。市民生活が大変になっています。正面から市

民の声を受けとめ、慎重に判断されるように求め

て、この項の質問を終わります。 

○議長（中村芳隆君） ここで昼食のため休憩いた

します。午後１時会議を再開いたします。 

 

休憩 午前１１時５８分 

 

再開 午後 １時００分 

 

○議長（中村芳隆君） 休憩前に引き続き会議を開

きます。 

  11番、髙久好一君。 

○１１番（髙久好一君） それでは、午前中に引き

続き質問を続けていきます。 

  ４番の橋梁の老朽化対策についてです。 

  2013年４月国交省がまとめた橋梁について、市

が管理する橋のうち修理を要する橋の長寿命化計

画がつくられたことから、以下のことについて伺

うものです。 

  ⑴今般、報道されている建築技術資格者の不足

について、市の現状と課題を伺います。 

  ⑵です。架設された橋が50年を経過・老朽化し

て、新しくかけかえるべき橋を計画的に改修し、
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長持ちさせる対応であり、精確な分析が求められ

ますが、市の対応を求めるものです。 

  以上、２点について伺うものです。 

○議長（中村芳隆君） 11番、髙久好一君の質問に

対し、答弁を求めます。 

  建設部長。 

○建設部長（若目田好一君） 橋梁の老朽化対策に

ついてのご質問に順次お答えいたします。 

  初めに、⑴の建設技術者不足の市の現状と課題

についてお答えいたします。 

  現状といたしましては、市の土木技術職員は現

在38名おりますが、そのうち橋梁の維持管理など

を行う道路担当職員は、本庁と支所を合わせて９

名となっております。課題といたしましては、道

路法施行規則の一部改正により、２ｍ以上の橋梁

やトンネルなどの点検は、点検に必要な知識及び

技能を有する者が、近接目視により５年に１回の

頻度で行うことが義務づけられたことがございま

す。 

  本市には該当する橋梁が209橋あり、点検とそ

の結果に基づき修繕を的確に進めていくためには、

現在の土木技術職員だけでは難しいと思われるこ

とから、国土交通省、栃木県、県内市町などによ

り、本年５月22日に設立された栃木県道路メンテ

ナンス会議などの支援を活用したいと考えており

ます。 

  次に、⑵の老朽化して新しくかけかえを行うべ

き橋を計画的に改修し長持ちさせるには、橋の精

確な分析が求められるが、それに対する市の対応

を求めるとのご質問についてお答えいたします。

老朽化した橋梁を計画的に改修し、長持ちさせる

ことにより、修繕コストの縮減と予算の平準化を

図るため、本市におきましては、橋長15ｍ以上の

橋梁など重要な橋梁88橋を対象として、那須塩原

市橋梁長寿命化修繕計画を平成25年度に策定した

ところでございます。 

  今後におきましては、関係機関からの技術支援

の活用のほか、必要な技術情報の入手や職員の技

術習得に努め、市管理の橋梁の長寿命化に取り組

んでまいりたいと考えております。 

  以上でございます。 

○議長（中村芳隆君） 11番、髙久好一君。 

○１１番（髙久好一君） 現在の職員数が38人のう

ち橋関係が９人ということでありました。市のほ

うの管理する209ある橋を管理していくのに、こ

の人数では難しいと。それで、県のメンテナンス

会議などを利用していきたいというお話でござい

ました。 

私のほうは建築指導ができたということで、建

設課が建築指導部が拡充、強化されたと思ってい

たのですが、現在は不足する人員と、現状がわか

りました。将来を見据えた継続的で計画的な技術

者の養成と確保を求めておきます。 

  ⑵に入ります。 

  50年を経過した橋、修繕すべき、改修すべき橋

が、88橋があるという話がありました。そこで伺

っていきます。 

  本来なら新しくかけかえるべき橋です。改修す

る優先度の決定基準はどのように行われ、計画も

行われていますか。計画の進捗状況についても聞

かせてください。 

○議長（中村芳隆君） 答弁を求めます。 

  建設部長。 

○建設部長（若目田好一君） ただいま髙久議員の

ほうで修繕すべき橋が88橋というふうなお話でし

たが、計画の対象となった橋梁が88橋でありまし

て、そのうち修繕を要するというような橋は、88

橋のうち９橋が修繕を要する橋というふうになっ

ております。 

そういった中で優先度決定基準でございますが、
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その計画を策定する前に点検を行いまして、点検

の中で早急に、緊急に措置するべきか、また、緊

急ではなくて、早期に措置を講ずるべきか、また

は予防的にやればいいか、または健全であるかと

いうふうな判定をしておりますので、そういった

中で緊急性の高い順に修繕をしていくこととなっ

ております。 

  それと進捗状況でございますが、ただいま申し

上げました９橋のうち、平成25年度におきまして

は塩原の地区にあります明神橋、これの修繕を行

って完了しております。今年度におきましては、

那須町との境、那珂川にかかっているりんどう大

橋、これの修繕を予定しておりまして、また、対

象橋梁の９橋のうち、緑橋─塩原地区でござい

ますが─あと黒磯地区の百村橋という橋梁がご

ざいますが、この２橋につきまして、今年度設計

をする予定となっております。 

  以上です。 

○議長（中村芳隆君） 11番、髙久好一君。 

○１１番（髙久好一君） 答弁がありました。今年

度中に設計をしていくのがりんどう大橋、緑橋と

百村橋というような具体的な話も出てまいりまし

た。 

  先に話を進めてまいります。 

  災害時こそ重要なライフラインとなる上水道と

橋梁の耐震化について、十分、ほぼ十分と考える

県内市町村は全体の15％にとどまると、３月８日

付下野新聞が行った防災に関するアンケートが報

道されました。早期の対応が望まれるものの、多

額の改修、補強費用がネックだとする市町が多く、

なかなか進まないのが実態という状況が浮かび上

がったとしています。 

公的設備、インフラのうち上水道と下水道、市

庁舎、消防庁舎、市町道、橋梁の６項目について

耐震化の進捗を尋ね、十分から不十分まで５段階

の中から回答を求めたものです。橋梁は十分が１

つの市、ほぼ十分が３つの市、やや不十分、不十

分が計６市町となっています。どちらとも言えな

いが全体の半数を超えたと報道されました。そこ

で伺っていきます。 

  那須塩原市はこのアンケートについてどのよう

に答えたのでしょうか。答えた内容と理由につい

ても聞かせてください。 

○議長（中村芳隆君） 答弁を求めます。 

  建設部長。 

○建設部長（若目田好一君） ただいま３月８日付

の新聞に出たというアンケートでございますが、

大変申しわけございませんが、内容についてはち

ょっと、そういうアンケートがあったというのは

承知をしておりませんが、そういった中で今、話

があった中で、耐震に対してということでござい

ますが、橋梁の長寿命化というのは耐震に対して

ということではなくて、通常の老朽化に対する修

繕でございますので、耐震化ということになれば

まだ不十分だというふうに考えてございます。 

  以上です。 

○議長（中村芳隆君） 11番、髙久好一君。 

○１１番（髙久好一君） 私のほうの聞き方がちょ

っとずれていたのかなという部分があります。こ

うした中で耐震化の課題などに対する自由記述、

その記事の中です。足利、栃木などは８市町が予

算措置困難。多くの費用がかかり進まないなどの

費用の問題を挙げました。また、財政上の問題を

踏まえ、計画的な取り組みが必要とする指摘もあ

ったとしています。一方、県では管理する幹線の

道路などの橋梁について、小規模な補修を繰り返

し、長寿命化を図る取り組みも進めています。県

道路保全課は高度成長期につくられたものが多く

老朽化している。計画的かつ早目に対応すること

で経費も抑えられる、こう言っています。 
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  しかし、市や町との受けとめが少しずれがある

ような気がいたします。早期の対応が望まれてい

るものの、多額の改修費、補強費用がネックにな

って多くの市や町はなかなか進まないのが実態。

先ほども申しました。そこで伺っていきます。 

  県との認識のずれはありませんか。橋の老朽化

は全国的な問題であり、国への財政的支援も当然

行うべきと思いますが、市の考えも聞かせていた

だきたいと思います。 

○議長（中村芳隆君） 答弁を求めます。 

  建設部長。 

○建設部長（若目田好一君） 確かに補修につきま

してはかなりの費用がかかりますので、そういっ

たことを踏まえまして、国においては平成20年度

から点検等に─長寿命化計画ですね、これらに

対する支援をしておりますし、さらに社会資本整

備交付金の中で橋梁の修繕に対する補助も出して

いただけることとなっております。そういった中

から、今後もそういった補助の強化というものを

お願いしたいというふうに考えてございます。 

  以上です。 

○議長（中村芳隆君） 11番、髙久好一君。 

○１１番（髙久好一君） 答弁がありました。補助

も当然出るようになっているというお話でござい

ました。さらに、この要請を行ってほしいと思っ

ています。 

  那須塩原市はことしの予算編成のキーワードに

人々から選ばれるまちづくりを掲げています。災

害に対する備えの強化と生活安全の確保を計画的

に進める取り組みは欠かせないものです。長寿命

化計画が着実に実行され、市民に安心をもたらす

よう求めるものです。 

  ６月３日、県内小中学校の耐震工事進捗状況が

報道され、県内平均は92.2％と、こう報道されて

います。那須塩原市が80％をようやく超えました。

合併自治体は少しおくれがあるようです。目標の

2015年度末には100％が達成できるよう進められ

ているともしています。今回は私、初めて建設関

係の質問を取り上げました。市民が安心して暮ら

せるまちづくり、そして那須塩原市に住んでよか

ったと、こう思える那須塩原をつくっていただき

たいと心から求めながら、今回の質問、終わりに

したいと思います。ありがとうございました。 

  以上で質問を終わります。 

○議長（中村芳隆君） 以上で、11番、髙久好一君

の市政一般質問は終了いたしました。 

 

─────────────  ◇  ───────────── 

 

◇ 平 山 啓 子 君 

○議長（中村芳隆君） 次に、23番、平山啓子君。 

○２３番（平山啓子君） 皆様、こんにちは。議席

23番、公明クラブ、平山啓子でございます。 

  ３項目、質問させていただきます。 

  まず、１項目め、中心市街地、商店街の活性化

についてお伺いいたします。 

  総合計画７つの政策体系の一つ、活力を創出す

るまちづくりの概要に、本市は豊かな自然に恵ま

れ、農業、観光業、商業、工業など多彩な産業が

バランスよく展開され、交通網が形成されるなど

恵まれた地域特性を有している。これらの優位性

を踏まえ、産業の活性化を図ってまいりたいと述

べられております。今後、人口減少、高齢化が進

み、大型店の進出等により地元中心市街地、商店

街は空洞化し、厳しい状況に置かれているのが現

状ではないでしょうか。 

  そこで、⑴本市において、最盛期に比べ商店街

を訪れる客数、また店舗数の状況をどのように認

識しているのかお伺いいたします。 

  ⑵昨年７月３日に朝比奈一郎氏を迎えて、「持
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続可能な地域づくりのために～今出来ることから

始めよう」とのテーマで講演をいただきました。

その後の取り組みについてお伺いいたします。 

  ⑶合併10年を迎え、各地区の商店街は地域活性

化を目指し、またにぎわいを取り戻そうと日々努

力研鑽に励んでいるところです。商店街の店主が

講師となり、各店の専門知識やプロのコツを無料

で提供することで、街や店のファンを創出し、活

性化を図る「得する街のゼミナール」（通称まち

ゼミ）が、中心市街地や商店街を活性化する切り

札として全国に広がっております。本市でもこの

事業に取り組む考えはあるのかどうか、お伺いい

たします。 

○議長（中村芳隆君） 23番、平山啓子君の質問に

対し、答弁を求めます。 

  市長。 

○市長（阿久津憲二君） 平山議員の質問に順次お

答えいたします。 

  中心市街地、商店街の活性化についてでござい

ますが、⑴は商店街を訪れる客数、また、店舗数

の状況をどう認識しているかについてであります

が、商店街を訪れる客数のデータは把握しており

ませんが、県が県内の商店街を対象に５年に一度

実施している商店街実態調査の結果では、５年前

と比べた来客数は県全体で87.6％、県北地域では

91.7％が減少傾向と回答しております。 

  次に店舗数の状況についてでありますが、最盛

期と統計上見ております平成３年の市内（旧３市

町）の店舗数は1,630店舗、直近の統計データで

ある平成24年は1,355店舗となっており、およそ

20年の間に店舗数は275店舗、率にして16.9％減

少しております。社会的、経済的な環境が大きく

変化している中で、店舗、来客数とも減少傾向に

あり、中心市街地や商店街にとっては厳しい状況

が続いていると認識しております。 

  次に、⑵の昨年の朝比奈一郎氏の講演後の取り

組みについてもお答えいたします。 

  朝比奈氏には市の主要施策について、さまざま

なアドバイスをいただいておりますが、中心市街

地、商店街の活性化に関しましては、黒磯駅周辺

地区整備をテーマにアドバイスを受けております。

具体的な取り組みとしては、平成26年度からの黒

磯駅周辺地区都市再生整備計画の実施にあわせ、

さまざまな見地からの意見を集約し、一体感を持

って当該地域の活性化を図ることを目的として、

市内経済団体の代表者や有識者による黒磯駅前及

び周辺地域活性化懇談会を本年１月に立ち上げ、

黒磯駅前地区及び周辺地域の活性化に向けた協議

検討を現在行っております。 

  次に、本市で、得する街のゼミナール事業に取

り組む考えがあるかについてでありますが、得す

る街のゼミナールは商店主が講師となり、専門知

識やプロのコツを無料で提供する少人数制のゼミ

で、店舗にとってはお店を知っていただき、売り

上げにもつながることや、専門性をアピールする

こと、さらには顧客との信頼関係ができることな

どのメリットがあります。また、利用者にとって

は、無料で知識が得られることや、信頼できるお

店が見つかるなどのメリットがあり、町の活性化

やお客様の満足度の向上、さらには個店の魅力向

上につながる事業として全国に広がっている手法

であると認識しております。 

  本市といたしましては、商工会や商店会などの

関係団体の皆様と連携し、個々の商店街や商店会

の特性を踏まえながら、この取り組みの可能性に

ついて、調査、研究を行っていきたいと考えてお

ります。 

  第１回の答弁にかえます。 

○議長（中村芳隆君） 23番、平山啓子君。 

○２３番（平山啓子君） それでは、⑴から再質問
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させていただきます。 

  ただいまご答弁がありました。本市においては

店舗数が約20年間で275店舗も減少したと聞いて

おります。これは旧３市町ですけれども、もしわ

かりましたら、各地域ごとの店舗数がわかりまし

たら教えていただきたいと思います。また、主な

減少原因として社会的、経済的な環境の変化と伺

いましたが、具体的に主な減少原因というのは何

か、お教えください。 

○議長（中村芳隆君） 答弁を求めます。 

  産業観光部長。 

○産業観光部長（藤田輝夫君） それでは、ただい

ま旧３市町ごとの内訳の数字についてのお尋ねと、

社会的、経済的な環境が大きく変化したというこ

とでございますが、その具体は何かというような

お尋ねだと思います。 

  初めに、旧３市町ごとの内訳についてご説明さ

せていただきます。旧３市町の平成３年と平成24

年の店舗数の状況についてでございますが、旧黒

磯市が872店舗から772店舗となっております。率

にしまして11.5％の減でございます。また、旧西

那須野町が576店舗から472店舗となっております。

18.1％の減でございます。また、塩原町につきま

しては182店舗から111店舗へとなっておりまして、

率にいたしまして39％の減ということでございま

す。 

  続きまして、社会的、経済的な環境変化とは具

体的に何かということでございますが、この20年

間を見てみますと、バブルが崩壊したということ

に始まりまして、先の見えない景気の低迷が続き

まして、その間デフレの進行、さらには価格競争

の激化をもたらしてきたということだと思います。

このような変遷の中で商業を取り巻く環境といた

しましては、まず１つ目としましては、品ぞろえ

が豊富で低価格な大型店、あるいは量販店という

新たな商法によりまして、個店からの客離れが進

行していったということが一つあるかなと思いま

す。 

  また、２つ目といたしましては、モータリゼー

ションの進行に対応した大型店の郊外の進出とい

うことが従来の中心市街地の空洞化を招きまして、

商店街の活力がそがれていったということがござ

います。こういうことが大きな環境変化に当たる

のではないかと考えております。 

  以上です。 

○議長（中村芳隆君） 23番、平山啓子君。 

○２３番（平山啓子君） ただいまのご答弁の中で、

やはり、この約20年間で275店舗というのは、今、

各地域ごとに数字を出していただきましたけれど

も、やはり、年間大体13件ぐらいずつは減少して

きたのがこの間だと思うんです。主な原因といた

しまして、今、ご答弁にありましたように大型店

の進出、また、さらに後継者不足、そして高齢化、

車社会というのが原因だというふうに今お聞きい

たしました。 

2008年にアウトレットが進出して６年になるん

ですけれども、やはり、そのときは本当に大きな

お店が来るので、さぞや本市もにぎわうのかなと、

やはりそのような期待もありましたけれども、確

かに雇用の拡大はありました。しかし、商店街の

活性化にはそれは結びついていないのが現状では

ないかな、効果があらわれていないというのは私

だけではないと思うんです。 

  その客の流れが果たして中心市街地、各商店街

に流れてきているか。塩原温泉、板室温泉にお客

があらわれているかという、その効果は、私はあ

らわれていないと思っております。 

  こういった中で、市としては、こういう状況の

中でどのような支援を、このときしてきたのでし

ょうか、お教えください。 
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○議長（中村芳隆君） 答弁を求めます。 

  産業観光部長。 

○産業観光部長（藤田輝夫君） お答え申し上げま

す。 

  来客数の減少、あるいは店舗数の減少に対する

対応ということでございますが、こちらにつきま

しては、従来から変わらずやっていることといた

しまして、商工会と連携するという形で、新たに

起業される方への創業者支援対策、あるいは商店

街のにぎわいや来客の増加を目指したイベント等

の支援を行っているということでございます。ま

た、さらに中小企業、事業者に対する資金融資制

度を活用しまして、経営面での支援も実施してい

るというところでございます。 

  また、ハード的なものになりますが、中心市街

地や商店街の活性化対策といたしまして、西那須

野地区の中心市街地の活性化事業にも取り組んで

きたというところでございます。現在では、黒磯

駅周辺地区の都市再生整備事業にも着手したとい

うところでございます。主なところとしては以上

でございます。 

  以上です。 

○議長（中村芳隆君） 23番、平山啓子君。 

○２３番（平山啓子君） 地域の魅力を生み出すヒ

ントは割と足元に眠っているという場合が少なく

ないと言います。それぞれの地域にしかないユニ

ークな資源を見つけ出して活性化につなげること

も大事ではないでしょうか。手薄な分野を補充し

たり、より充実したサービスを提供できる体制を

整えていきたいものです。あくまでも商店街の努

力は大切なのは言うまでもありません。行政の力

に頼らない商店街独自の努力を惜しまないでやっ

ていただきたいと思います。 

  ⑵に入ります。 

  朝比奈氏の昨年の講演から１年を迎えようとし

ております。市街地活性化、商店街活性化に関し

て、黒磯駅周辺地域整備をテーマにたくさんのア

ドバイスを受けて、今年度、平成26年度からの黒

磯駅の周辺地区都市再生整備計画の実施にあわせ

て、地域活性化を目的に、朝比奈氏を座長に黒磯

駅前及び周辺地域活性化懇談会を本年１月に立ち

上げたと聞いております。各分野で活躍している

市民団体の代表者、また有識者による活性化に向

けた協議、検討を行っていると伺いました。 

  過日の新聞記事にはこのようにも載っておりま

した。買い物がしたくなったり、もっと住みやす

く、世代と地域間の交流が生まれるまちづくりな

どに期待が寄せられたとありました。１月に懇談

会を立ち上げ、活性化に向けて数回にわたり協議、

検討がなされ、今後、７月以降の懇談会で中間ま

とめをする方針とありましたが、この懇談会では

どのような話し合い、また意見が寄せられていた

のでしょうか。 

  また、今後のスケジュール、また、予定がわか

りましたらお聞かせいただきたいと思います。 

○議長（中村芳隆君） 答弁を求めます。 

  産業観光部長。 

○産業観光部長（藤田輝夫君） ただいまのご質問

は、懇談会の中でどのような意見が寄せられたか

という点と、あとは今後の予定ということだと思

います。 

  この懇談会におきましては、黒磯駅前と青木、

板室を含む周辺地域の活性化策について、委員各

位からそれぞれ専門的な見地ということで広範に

わたる意見をいただいているということでござい

ます。主なものといたしましては、１つ目といた

しましては、地域の文化や歴史を具体的に体感で

きる仕組みづくりというものができないかという

ものがございます。 

  また、２つ目といたしましては、市民みずから
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がまちづくりに提言、実践できるような、そんな

仕組みづくりができないかということもございま

す。 

  そして、３つ目といたしましては、酪農が盛ん

な地域性を生かしたブランドイメージづくりがで

きないか、こんなものが主な意見として寄せられ

たというところでございます。 

  次に、今後の予定についてでございますが、こ

の懇談会はご承知のとおり１月に設置いたしまし

て、４月と５月ということで、今まで３回開催し

てきたところでございます。今後につきましては、

７月と８月の２回を開催しておりまして、その中

で今までにいただいた意見を集約しまして、コン

セプト等の取りまとめを行っていきたい。そんな

スケジュールで進めていく予定でございます。 

  以上です。 

○議長（中村芳隆君） 23番、平山啓子君。 

○２３番（平山啓子君） ありがとうございます。 

  とにかくプロフェッショナルの方たちのお集ま

りと聞いておりますから、本当にわくわく、どき

どきするようなまちづくりに期待するものです。 

  次に、「まちゼミ」について移ります。 

  まちゼミは、ただいまご答弁もありましたよう

に、まちゼミの発祥地は愛知県の岡崎市、38万都

市なんですけれども、この岡崎市、かつては三河

地方の中心地で栄えた町です。1990年代に入り、

やはり大型ショッピングセンター出店などが影響

して、中心市街地は徐々に衰退していったそうで

す。800店以上あった店舗は３分の１に激減。訪

れる客も1985年ごろの最盛期に比べて７分の１に

なったと聞いております。 

  その客足が減る中、単発のイベントだけでは一

時的な人集めに終わってしまう。個別店にはまた

深刻な跡継ぎ問題もあります。関係者の危機感が

募る中、その岡崎商工会からある提案が出されま

した。それは、お店で文化教室のようなものを催

せば店に入りやすいのではの意見をきっかけとし

て、2003年にこのまちゼミが10店舗から始まった

と聞いております。それが今や全国の120地域に

広がりました。 

  そこで、全国で120地域に広まっておりますけ

れども、県内の先進事例を、もしわかりましたら

お伺いいたします。 

○議長（中村芳隆君） 答弁を求めます。 

  産業観光部長。 

○産業観光部長（藤田輝夫君） まちゼミの県内で

の開催状況のお尋ねだと思います。 

  私どもが承知している限りでは、まちゼミを開

催しているのは２つの市がございます。一つは鹿

沼市、もう一つは小山市ということでございます。

鹿沼市につきましては、本年の１月28日から２月

28日まで、そして、小山市においては同じく４月

20日から５月20日まで、それぞれ１カ月程度開催

したというような情報を得ているところでござい

ます。 

  以上です。 

○議長（中村芳隆君） 23番、平山啓子君。 

○２３番（平山啓子君） 県内では鹿沼、小山が先

駆けてやっているということを今、お聞きいたし

ました。まちゼミは、今、ご答弁にもありました

ように、人を呼ぶだけではなく、店主の人柄をお

客様に知ってもらう大きなチャンスだ。また、店

主の魅力を直接お客様に伝えることが大事だと聞

いております。 

このまちゼミを実施してもすぐにお店の売り上

げが伸びたり、客足がふえたりするわけではあり

ません。その信頼関係が深まることでお客様がサ

ポーターとして店に愛着を持ち、応援してくれる

ようになった。その結果として、続けた結果、こ

の６年間、岡崎市ですけれども、売り上げが1.8
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倍になったお店もある。講座を開くたびに顧客が

できて、厳しい経営状態に置かれる店主にとって

は経営継続の希望にもつながっている。今ではま

ちゼミを継続開催している仲間からの閉店はない

と聞いております。 

  店主の、このきっかけづくりをした松井洋一郎

さんという方からは、やはり１対１からでも始め

ようと、この代表の方は言っております。岡崎市

ではこの2003年から約10年間続けてまいりました。

ことしの２月から３月、第23回のまちゼミを開催

されたそうです。店舗数は72店舗に広がり、全

106講座、1,364人の方が参加し、まさに持続は力

だと感じております。 

  朝比奈氏の講演の中で、「今、できることから

始めよう」まさにこれではないでしょうか。私た

ちの町に人を呼ぶか、どう呼ぶか、交流人口をど

うふやしていくか、商店街にいかに足を運んでも

らうかということがすごく大事だと思います。本

市におきましても商工会、商店会の皆様と連携し、

このまちゼミ開催をぜひ応援していただきたいと

思いますが、いかがでしょうか。 

○議長（中村芳隆君） 答弁を求めます。 

  産業観光部長。 

○産業観光部長（藤田輝夫君） 先ほど市長の答弁

にもございましたが、商工会、あるいは商店会等

の関係団体の皆様方とご相談しながら、積極的に

検討させていただければというふうに考えており

ます。 

  以上です。 

○議長（中村芳隆君） 23番、平山啓子君。 

○２３番（平山啓子君） 設置に向けて積極的に検

討していっていただきたいと思います。確かにこ

れからいよいよ黒磯駅の整備も始まります。駅周

辺地域整備が本当に完成した折には、客よし、店

よし、地域よしの、この三方よしのまちゼミがに

ぎやかに各地域で開催されている光景が目に浮か

び、本当に楽しくなってまいりました。地域が元

気になると楽しくなり、喜びが湧き、頑張れるん

です。 

  次の２項目に入ります。 

  急がれる「空き家」対策についてお伺いいたし

ます。 

  居住者がいないまま放置されている空き家が全

国でふえ続けております。「空き家が今にも倒れ

そうで心配だ」「雑草が生い茂って困る」など、

空き家の近隣住民からの声が寄せられております。

管理が不十分な空き家は老朽化による倒壊、ごみ

の不法投棄や放火などを招きかねず、地域の生活

環境に深刻な影響を及ぼしております。 

  ⑴本市の空き家の対象となる家はどのような基

準でしょうか。また、空き家の軒数と空き家増加

の要因をお伺いいたします。 

  ⑵空き家に関する市への苦情、相談の状況をお

伺いいたします。 

  ⑶本市の空き家の利活用についての対策をお伺

いいたします。 

  ⑷現在国では、空き家対策特別措置法案制定に

全力で取り組んでいるところです。これに基づき、

各自治体では計画策定できるようになりますが、

国の法案では届かない細かい支援を可能にする本

市独自の条例を制定するお考えはあるかどうか、

お伺いいたします。 

  ⑸埼玉県ふじみ野市で始まりました、市が空き

家の管理をシルバー人材センターと連携して行う

事業に取り組む考えはあるかどうか、お伺いいた

します。 

○議長（中村芳隆君） 23番、平山啓子君の質問に

対し、答弁を求めます。 

  生活環境部長。 

○生活環境部長（山﨑 稔君） 空き家対策につい
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て５点お尋ねがございますので、順次お答えをい

たします。 

  まず⑴本市の空き家の対象となる家はどのよう

な基準か、また、空き家の軒数と増加の要因につ

きましてお答えをいたします。 

  ご質問の空き家の基準につきましては、一般的

には市内に所在し、人が常時住んでいない家とい

うことになります。また、空き家の軒数につきま

しては、平成20年に総務省が行った住宅・土地統

計調査によりますと、本市においては腐朽・破損

のないものが1,740軒と推計され、増加の要因に

つきましては、一般的には核家族化の進行に伴っ

て、老齢世帯や独居世帯がふえていることで、後

年には空き家となってしまう、こういった状況が

推測されるところでございます。 

  ⑵の空き家に関する苦情、相談の状況について

でございますが、昨年度の空き地を含めた全体の

相談件数、こちらが188件となっております。う

ち、空き家に関する相談件数は８件ございました。

内容といたしましては、空き家が老朽化し、台風

などの強風が吹くと屋根や外壁が飛び散るおそれ

があるなどの相談が主な内容であります。 

  ⑶本市の空き家の利活用について、⑷国の法案

では届かない細かい支援を可能にする本市独自の

条例の制定について、及び⑸シルバー人材センタ

ーと連携して行う事業につきましては、関連がご

ざいますので、一括してお答えをしたいと思いま

す。 

  現在、国会におきましては空き家対策特別措置

法案を提出する動きを見せております。本法案が

成立すれば、国が基本方針を示すことで、その基

本方針に基づき、自治体が計画を策定することが

できるようになります。また、法律が整備される

ことによって、現在では他の法律で制限のある調

査や立入調査等の権限が認められることになれば、

空き家対策の課題解決に向けて大きく前進できる

ものと考えております。 

  今後、国会における法案の成立を待って、ご質

問にあります利活用対策も含めまして、条例の制

定及び具体的な事業についても検討を重ねてまい

りたいと、このように考えております。 

  以上、答弁とさせていただきます。 

○議長（中村芳隆君） 23番、平山啓子君。 

○２３番（平山啓子君） それでは、１、２が関連

するので、まとめて再質問いたします。 

  ただいま、1,740軒の空き家があるということ

ですけれども、これは統計調査で出した数字だと

思うんですけれども、この軒数の中には別荘とか

アパートなんかも入った軒数でしょうか。また、

この1,740軒は本市の住宅総数に占める割合は

何％でしょうか。 

  とりあえず、この１番目の質問、お伺いします。 

○議長（中村芳隆君） 答弁を求めます。 

  生活環境部長。 

○生活環境部長（山﨑 稔君） ただいまのお尋ね

でございますが、こちらの1,740軒の統計、推計

上の数値の中には別荘等については含まれてござ

いません。なお、これまでの統計の中には破損あ

り、あるいは破損なしという２種類大きく、２つ

の類型といいましょうか、それで区別をしており

まして、先ほど申し上げました1,740軒につき

ましては、腐朽・破損なしの占める家屋の中の

21.9％が1,740軒という形になります。 

  以上でございます。 

○議長（中村芳隆君） 23番、平山啓子君。 

○２３番（平山啓子君） 破損なしが占める割合が

21％というふうに、今、お聞きいたしました。や

はりこの増加の要因といたしましては、ただいま

ご答弁がありましたように人口減少、高齢化、居

住者の死亡、転居などで、総務省のちょうど同じ
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期の調べですと、全国の空き家はこの20年間で倍

増し約760万戸と聞いております。これは全住宅

数の13％を占めて、８軒に１軒が空き家の現状と

いうことですね。これで本市においても５年前と

比べて、数は聞きませんけれども、かなりふえて

いると思うところです。 

  ２番目の相談件数、相談内容なんですけれども、

昨年の質問の中で、空き地を含めた件数は180、

190と変わらないんですけれども、空き家の相談

が昨年は15件あったんですね。今回は空き家が８

件ということなんですけれども、この差し引いた

７件は解決したのでしょうか。また、その空き家

が、いろいろな苦情の内容としては台風などの被

害が心配だというほかに、ほかのもしくは違う苦

情がありましたらお聞かせいただきたいと思います。 

○議長（中村芳隆君） 答弁を求めます。 

  生活環境部長。 

○生活環境部長（山﨑 稔君） お尋ねの件数の、

平成25年度に入っては８件、平成24年度が15件と

いうことで、その減少の理由、あるいは事情等の

お尋ねでございますが、詳しく一件一件状況等を

把握しているということではございませんが、例

えば、これは非常に財産権ともかかわる話でござ

いますので、基本的には市がお願いに上がるとい

うことで、ご協力いただけませんかということで

対応しているものが、半数近くはそれらによって

解決をしていると思います。 

  ちょっと例に出して恐縮なんですが、この５月

にも私のほうに、やはり同じような老朽化が激し

くてということでご相談がありました。で、お願

いですね。自治会長さんからそういうお話があり

まして、そういうことで、持ち主がおわかりであ

ればお話しして、少し改善していただけませんで

しょうかと。その後なかなか進まないようであれ

ば、市も間に入って協力する準備はあるんですが、

まずはご相談してはいかがでしょうかということ

で、大工さんを入れて、それは一部解消できたと、

こんな例もございますので、この減少については

特に苦情として同じような数字が上がってきてい

ないということは、一件一件、そのような対応で

改善をなされているのかなと考えております。 

  また、一部には本当に老朽化で所有者、持ち主

がわからぬままなおざりにされて、家屋の中も、

例えば猫のすみかとか、そういった形になってい

る廃屋等の住居もございます。そういったことに

ついても、にわかに私どもで手を打つ手段等は今

だ難しいところではありますが、今後の法整備に

よって立入権、あるいは財産権にかかわるものに

ついても、今回の法案等については中身がかなり

厳しく措置できるような内容となっておりますの

で、これらの法案等の推移を見た後、随時こうい

った問題等についても積極的にかかわっていきた

いと、このように考えております。 

  以上でございます。 

○議長（中村芳隆君） 23番、平山啓子君。 

○２３番（平山啓子君） ありがとうございます。 

  この空き地、空き家問題は今、本当に全国で喫

緊の課題だと思います。ちょうど１年前に公明ク

ラブ代表の鈴木議員も、この空き地、空き家、空

き店舗対策ということで質問をさせていただきま

したけれども、やはり私も１年たって、本当に喫

緊の課題だと思いまして再度質問をさせていただ

いた状態です。 

今まで空き家に対する苦情に対して、市のほう

はやはり市民からの相談で、所有者の責任のもと

に当事者間で話し合うように、相談内容と写真の

添付をした上で通知をしていろいろな連絡をとっ

ている、いろいろなご苦労があると聞いておりま

した。 

  また、例なんですけれども、これもやはり鹿沼
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市なんですけれども、空き家問題を解決するため

に、空き家等の対策班というのを設置したそうで

す。近隣から寄せられた空き家に関する相談件数

の実態調査を行い、かなりの成果を上げている。

今後この５年間で市内全地域の空き家を調査する

と言っていました。これには都会に住む人の田舎

暮らしへのニーズに答えるための実態調査の意味

合いもある。本年も実態調査班がこれからも頑張

っていくということで、本市におきましてもなか

なか実態調査に踏み切るまでには件数も多いので

ご苦労があるかと思うんですけれども、やはり、

去年の市長の答弁の中でも、とても、今、本市だ

けが抱える問題でなくて、人口減少の時代を迎え

て地方都市の共通問題であると。地方のとても大

きな問題で、何とか風穴をあけたいんだ。担当部

局ともヒアリングを今現在重ねているところだと

いうようなご答弁をいただいたわけですけれども、

そこの中で、やはりこういう実態調査、何度も

何とかやっていったのでしょうか、お聞きしま

す。 

○議長（中村芳隆君） 答弁を求めます。 

  生活環境部長。 

○生活環境部長（山﨑 稔君） お答えいたします。 

  庁内的には平成25年11月に空き家等対策研究会

というものを立ち上げまして、これまでさまざま

な対策について検討を重ねてきております。その

ほか、たしか鈴木議員のほかにも植木議員からも

過去に空き家対策等についてご質疑ありました。 

これまでは推計値ということで、今までの統計

上から出てきた数字を扱った中で議論をしてきた

ところでありますが、今後はそのまさに実態はど

うなのかというところにも踏み出す時期ではない

のかというふうな感じがしております。 

  今後はエリアが一どきに全市を対象に調査でき

るかということもございますが、できるところか

ら実情は、実態はどんなふうなのかということで、

仮に将来を見据えた利活用ができるような家屋、

あるいは老朽化の著しい家屋、そのような区分け

をしながら、まず、どれだけのものがあるのかと

いうことで、図面等にも落とすような方策をしな

がら、まず実態は何かということを調査するため

に踏み出していきたいと、このように考えており

ます。 

○議長（中村芳隆君） 23番、平山啓子君。 

○２３番（平山啓子君） いよいよ現場に足を運ぶ

ということで期待しております。 

空き家の増加の背景の一つには撤去に伴う費用

が高額だということもあります。家を解体して更

地にすると固定資産税の軽減措置が受けられなく

なる。税負担が３割から６割も増してくるという

ことで、なかなか踏み切れない、そのままの状態

というところがあると思います。 

こうした問題に対応するために、今、国では空

き家対策の特別措置法案の制定に向けて検討して

いるところです。この法案では市町村が固定資産

税情報をもとに所有者を調べたり、敷地内への立

入調査を認められ、また市町村の空き家対策への

費用補助や地方交付税の税制制度の拡充、税制上

の措置を講じることにしたということになってお

りました。 

  これまでは、空き家対策は自治体に任されてき

ました。今、全国で─平成13年の資料なんです

けれども─272の自治体で条例を制定、一定の

成果を上げてきたが、本当に限界があるとの声も

あり、自治体の取り組みを後押しするこの法案に

は、空き家の利活用を推進するためのデータベー

スの整備も盛り込まれていると聞いております。

本市におきましても、この法が制定する前にも独

自の条例を作成してはいかがでしょうか。 

○議長（中村芳隆君） 答弁を求めます。 
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  生活環境部長。 

○生活環境部長（山﨑 稔君） 条例制定のお話で

ございますが、先ほどもご答弁いたしましたよう

に、国会における法案の成立を待って進んでいき

たいとは考えておりますが、条例制定に向けての、

先ほど議員がおっしゃいましたデータベース化、

こういったものが当然必要になってくるであろう

ことから、まずは実態を把握するということで進

んでまいりたいと。その後、いずれにしましても

法案成立後については努力義務等も考え合わせた

上で、条例制定の方向に向かうということで私た

ちは承知しておりますし、この近隣におきまして

も、きょうの新聞にもありましたけれども、この

６月には大田原市さん、矢板市さん、あるいは小

山市さんなんかもこういった空き家に関する適正

管理の条例なんかも提出する予定でございますの

で、いずれにしても方向性としては条例制定のほ

うに向けて検討を重ねてまいりたいと、このよう

に考えております。 

○議長（中村芳隆君） 23番、平山啓子君。 

○２３番（平山啓子君） ここで埼玉県ふじみ野市

でことしの４月１日から開催されましたおもしろ

い事例、珍しい事例なんですけれども、ご紹介い

たします。 

ふじみ野市の空き家管理業務提携事業というの

がありまして、やはりここも苦情があった空き家

の所有者に助言、指導、勧告を行ってきたがなか

なか改善が見られない、そういう空き家が46軒あ

ると言われております。そこで、所有者にかわり、

市のシルバー人材センターで空き家の除草、樹木

の伐採、植木の剪定、窓の開閉、小さな修繕、見

回りなどの管理を有料で行うものだそうです。料

金は年間契約を結ぶことで通常より１割から２割

安いと言われております。 

  その見回りは雑草の茂りぐあいとか、家屋の周

りから見て異常がないかという、そのチェックリ

ストで確認。異常があれば写真を撮り所有者に知

らせる。また、市内にある空き家で原則として１

年以上誰も住んでいない及び１年以上使用してい

ない工場や倉庫も対象となっているそうです。 

  所有者にシルバー人材センターを紹介、適正な

管理を促していく。また、遠方の人には本当に、

お金はかかりますけれども、助かるということを

聞いております。生活環境の保全、また防犯対策、

シルバー人材センターの雇用確保、将来的に危険

となる空き家の増加予防へ一石三鳥の取り組みだ

と聞いております。シルバー人材センターと年間

管理契約を結び、元気な高齢者の仕事として毎年

依頼するシステムを構築するものもいい提案では

ないかと思ってお知らせしておきます。 

  次の３に入ります。 

  高齢者等のごみ回収について。 

  高齢者の方々や障害のある方にとっては、日常

生活の中で私たちが何気なく行っているささいな

ことでも不便を来していることが多くあると思い

ます。例えばごみをステーションまで運ぶことは、

重さや距離などの問題があり、自力で行うことが

難しい方がたくさんいらっしゃると思います。 

  ⑴今までにも議会において、高齢者世帯などに

配慮したごみ収集対策について質問が出され、答

弁では福祉部局と十分調整しながら研究を行うと

のことでした。実態調査などは行ったのでしょう

か。 

  ⑵社会環境の変化により近所の方や民生委員の

方々などにごみ出しをお願いすることが難しくな

ってきているように思います。本市の対応をお伺

いいたします。 

○議長（中村芳隆君） 23番、平山啓子君の質問に

対し、答弁を求めます。 

  生活環境部長。 
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○生活環境部長（山﨑 稔君） それでは、高齢者

等のごみ回収について、１項目めでございますが、

私のほうからお答えをいたします。 

  高齢者世帯などに配慮したごみ収集対策につい

て、実態調査は行ったのかというご質問にお答え

をいたします。 

  本市においても市民の高齢化が進み、高齢者世

帯も増加傾向にあります。それに伴いみずからご

みをステーションまで運ぶことが大変な高齢者も

ふえてくることは予想されます。本年４月１日現

在の65歳以上の高齢者は２万6,251人であり、う

ち介護が必要と認定されている方は2,777人であ

ります。その中でもひとり暮らしの方が現在552

人いらっしゃいます。 

  また、年齢にかかわらず障害をお持ちでひとり

暮らしの方がいらっしゃると思いますが、このよ

うな方々のごみ処理につきましては、地域の皆様

の助け合いや支え合い、また、親類の方や関係者

の皆様の協力により行われている状況にあり、現

在個別のごみ回収の要望等は出ておりませんが、

今後これらの方々の個別の実態について把握した

いと考えております。 

  実態調査をやったのかという単刀直入のご質問

につきましては、なお滞っておりまして、これか

らそれらの準備作業にも入っておりますが、動き

出そうと考えているところでございます。 

  以上でございます。 

○議長（中村芳隆君） 保健福祉部長。 

○保健福祉部長（人見寛敏君） 次に、私からは⑵

の近所の方々などにごみ出しをお願いすることが

難しくなってきていると思うが、市の対応はとの

ご質問にお答えをいたします。 

  これまでに高齢者の方々などから、ごみ出しに

不便を来していると直接市に申し出等を受けたケ

ースはございませんが、今後とも地域見守り・支

え合いといった助け合いの機運を高めていけるよ

う、取り組むことが必要であると考えております。 

  以上です。 

○議長（中村芳隆君） 23番、平山啓子君。 

○２３番（平山啓子君） それでは、⑴なんですけ

れども、実態調査はこれからということなので、

期待していきたいと思います。やはり高齢化が進

む中で、おひとり暮らしが今、552人。その中で

もまた障害を持ったひとり暮らしの方もいらっし

ゃるということで、本当に私たちが何気なくやっ

ていることが、やはり高齢の方にとっては厳しい

ものがあると思います。 

  そこで、前回の髙久議員が、やはりこのことに

ついても質問していたんですけれども、やはりあ

くまでも本市においては「とちまる見守りネッ

ト」からの情報ということで、特別な市としての

見守りネットを立ち上げることはないということ

なんですけれども、このとちまる見守りネットか

らの情報が入ってこないとなかなか動けないとい

うのがあるんでしょうか。また、いろいろな12の

民間事業者と協定を結び見守り活動をしていると

いうことがありますけれども、実際これの経過と

いうか、実績などがありましたらお知らせ願いた

いと思います。 

○議長（中村芳隆君） 答弁を求めます。 

  保健福祉部長。 

○保健福祉部長（人見寛敏君） とちまる見守りネ

ットに関するご質問ですが、実績につきましては、

直近でちょっと集計したのが平成24年度部分にな

ってございますが、こちらについては実際には本

当に少ないんですけれども、２件というような状

況になってございます。 

実際にはそのお話も、ちょっと、要するに何か

安否がうまく確認できないんだけれどもというふ

うな情報をもとに、医師のほうで動かせていただ
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いているというものでございます。 

  そのほかに、昨日もちょっとお話しをさせてい

ただいたんですが、社会福祉協議会が補助事業と

して毎年実施している中で、地域の見守り、声が

け、助け合い事業の補助事業を実施しております。 

例えば、見守り福祉マップの作成、それから見

守り安心ネットワーク事業というようなことで、

実際には本当に数多くの自治会を中心として事業

が展開をされておりまして、市内全域ですと、こ

れが、私の手元にあるのがちょっとまだ、これも

また平成25年度の補助の実態ではあるんですけれ

ども、12自治体などで福祉マップや見守り安心ネ

ットワーク事業などを展開しているというような

ことで、やはり地域の方々がお互いに支え合うと

いうことが一番効果的ではないかというふうな考

えでおります。 

  以上です。 

○議長（中村芳隆君） 23番、平山啓子君。 

○２３番（平山啓子君） ありがとうございます。 

  やはりなかなかいろいろな民間の事業者と協定

を結ぶと言いながらも、仕事中に安否確認とかご

み出しというのはなかなかわかっていてもできな

いのも状況だと思います。また、郵便配達の人に

しても３日、４日、新聞が取っていないから、ひ

ょっとすると旅行にでも行ったのかなとか、いろ

いろなことで一歩踏み込めないというのもいろい

ろあると思います。 

  そこで、やはりこれからはいろいろな既存の制

度で支援できない人をどう助けていくかというこ

とが大事だと思います。制度のはざまで苦しんで

いる人たちをどう拾い上げていくか。今後、また

いろいろな、日光市なんかは要介護２から５、身

体・精神障害の方、いろいろな事前の申請が必要

とありますけれども、本市はちょっとおくれてい

ると思います。 

確かに先ほどもいろいろな、市には申し出はし

ていないと言うけれども、どこへ言っていいかわ

からないというのもありますし、また、これから

は、今後やはり郵便局、郵便配達、ガス、電気と

か水道の方に対しましても、いろいろな方で今後

対象者の絞り込みをどこまでにするか、どこまで

の条件かということもこれから取り組まなくては

ならない大きな問題だと思います。 

  やはり、これから私たちも世話する側から世話

していただく側になってくるわけですから、こう

いう方たちを一人でも地域で支え合えるように、

そういうネットワークづくり、地域の協力の仕組

みをつくっていくことが大事だと考えております。 

  以上で質問を終わります。ありがとうございま

した。 

○議長（中村芳隆君） 以上で、23番、平山啓子君

の市政一般質問は終了いたしました。 

  質問の途中ですが、ここで10分間休憩いたしま

す。 

 

休憩 午後 ２時０５分 

 

再開 午後 ２時１５分 

 

○議長（中村芳隆君） 休憩前に引き続き会議を開

きます。 

 

─────────────  ◇  ───────────── 

 

◇ 星   宏 子 君 

○議長（中村芳隆君） 次に、２番、星宏子君。 

○２番（星 宏子君） 皆様こんにちは。議席番号

２番、公明クラブ、星宏子です。 

  通告に従い、一般質問を行います。 

  １．ＩＣＴ教育の推進について。 
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  文科省の「教育の情報化ビジョン」の中に「21

世紀は新しい知識・情報・技術が政治・経済・文

化をはじめ社会のあらゆる領域での活動の基盤と

して飛躍的に重要性を増す、知識基盤社会の時代

と言われている。変化の激しい社会を担う子ども

たちには、確かな学力、豊かな心、健やかな体の

調和のとれた「生きる力」の育成がますます重要

となっており、確かな学力の育成には、基礎的・

基本的な知識・技能の習得、これらを活用して課

題を解決するための思考力・判断力・表現力等及

び主体的に学習に取り組む態度等を育むことが必

要であるとしている」とあり、教育の情報化は必

然となってきています。 

  本市においても、本年度から新規事業としてＩ

ＣＴを活用した新たな学びの推進事業が施行しま

すが、今後、学校教育の情報化に当たりどのよう

に展開をしていくのか、以下の点についてお伺い

いたします。 

  ⑴ＩＣＴ導入における教育現場の指針の策定を

お伺いいたします。 

  ⑵ＩＣＴ機器を先進的に利用して授業を実施し

てきた、豊浦小学校の今までの取り組みの状況と、

その効果についてお伺いいたします。 

  ⑶タブレット反転授業と家庭学習への取り組み

についてお伺いいたします。 

  ⑷ＤＡＩＳＹ教科書導入の進捗状況と効果・課

題についてお伺いいたします。 

  ⑸デジタル教科書導入についての本市の考えを

お伺いいたします。 

  ⑹ＩＣＴ導入に伴う教職員の研修と日常業務の

負担の軽減についてお伺いいたします。 

  ⑺ＩＣＴ支援員の配置についてお伺いいたしま

す。 

○議長（中村芳隆君） ２番、星宏子君の質問に対

し、答弁を求めます。 

  教育長。 

○教育長（大宮司敏夫君） それでは、ＩＣＴ教育

の推進につきまして、７項目にわたりましてご質

問がございましたので、順次お答えをさせていた

だきたいと、こう思います。 

  まず、⑴のＩＣＴ導入における教育現場の指針

の策定についてでありますけれども、全国的にも

学校現場におきましてはタブレット端末、あるい

は電子黒板などの、いわゆるＩＣＴ機器を活用し

た授業が行われるようになりつつあります。ＩＣ

Ｔ機器を使うことが有効である教科や単元、活動

では、児童生徒の学ぶ意欲を高めたり、個々の実

態に応じた課題を提供したりすることが期待でき

るわけであります。 

現在は実証研究の段階でありまして、このＩＣ

Ｔを導入した場合の運用の方法や授業での活用な

ど、教育現場における指針につきましては、これ

からの検討課題というふうに捉えているところで

あります。 

  次に、⑵の豊浦小学校の今までの取り組みとそ

の効果についてのご質問でありますが、豊浦小学

校では以前から独自にタブレット端末を購入し、

授業に活用しております。理科の授業におきまし

ては教材の提示や観察に活用し、特別支援学級に

おいては音読や文字の書き方の学習で、一人一人

の児童の学びのスピードに応じた指導に活用して

いるというふうなことであります。 

  これらの取り組みによりまして、児童の興味・

関心の高まりや学ぶ意欲の向上が見られ、学習内

容を理解する一助となっているものと思っており

ます。 

  次に、⑶のタブレット反転授業と家庭学習の取

り組みについてのお尋ねでございます。 

  豊浦小学校の実践研究では、ＩＣＴ機器活用に

よる効果的な授業の構築を目的としております。
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また、タブレット端末を家庭へ持ち帰って、家庭

学習で有効活用するにはどうしたらいいかという

ことについて研究を進めることにしております。 

  具体的には市販の教材や教師の作成した学習教

材を、家庭でタブレットを使って視聴・学習し、

次の時間の授業につなげていく方式の学校の授業

と家庭での学習を融合させていくタイプと、基礎

的・基本的な内容を家庭で事前に学習をしておい

て、学校での授業ではそれをもとに応用、発展す

る内容に重点を置いて、思考力、あるいは判断力、

表現力を高める学習を中心に行うタイプ、これら

を考えております。 

  ただ、他県の先進的な取り組みをしている学校

でも、教材の作成には実際のところ大変苦慮して

いるというような報道もございました。私どもは、

タブレットはあくまでも学習を進めるための道具

であり、これを活用することが有効な場面や単元

を見きわめまして、実践研究をしていくような考

えを現在持っております。 

  実施に当たりましては、家庭との連携は極めて

重要になってまいりますので、本事業の趣旨を十

分にご理解いただいた上で、研究をスタートさせ

ていきたいと、このように考えております。 

  次に、⑷のＤＡＩＳＹ教科書導入の進捗状況と

効果・課題についてでございます。 

  現在、小学校３校、中学校１校におきまして、

パソコンへのインストール等が終了し、授業にお

いて活用されております。市教委といたしまして

は、今後も各学校へ情報提供し、ＤＡＩＳＹ教科

書の活用を推進していきたいと、このように考え

ております。 

また、その効果と課題についてでございますけ

れども、読みを苦手とする児童生徒にとっては、

学習効果、学習効率を高めるツールであるという

ことが言えまして、障害の程度や実態に応じた幅

広い支援が可能となっております。 

  また、一方、辞書機能をもう少し充実させた教

材になると使いやすいと、こういった意見やＩＣ

Ｔ機器の性能によっては、再生に時間がかかる、

あるいは操作が複雑で使いにくさを感じるといっ

た意見もある状況にございます。 

  次に、⑸のデジタル教科書導入についての本市

の考えについてでございます。 

  デジタル教科書は、電子黒板やデジタルテレビ、

プロジェクター等のＩＣＴ機器と連携してさまざ

まな教材提示ができる工夫がされた教材でありま

して、児童生徒の学習に有効なものであると、こ

う考えております。ただ、市内全校に全教科分の

デジタル教科書を配備するには、非常に多額な費

用がかかりますし、しかも４年に１度教科書の改

訂が行われますので、そのたびに購入をし直すと

いうことにもなるため、費用対効果の面から全教

科分のデジタル教科書本体を購入するという形態

は今のところ取っておりません。 

  そこで、各学校の状況に応じまして、デジタル

教科書のコンテンツ配信サービス、こういったも

のを活用しまして、単年度、年度単位で必要とす

る教科、学年分を購入する形態を採用しておりま

す。今後、学校における使用の状況を踏まえまし

て、どのような導入をしていくべきか検討をして

まいりたいと、このように思っております。 

  次に、⑹のＩＣＴ導入に伴う教職員の研修と日

常業務の負担の軽減についてでございますが、本

市では毎年情報教育担当者研修会を行いまして、

ＩＣＴ機器の操作方法や情報モラル教育について

の研修、これに加えまして研究授業を実施しまし

て、指導方法のあり方についての協議、検討をし

ております。 

  また、多くの学校におきましては、新しいＩＣ

Ｔ機器の導入の際や、年度変わりなどに校内研修
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を実施しているところもございます。 

  また、日常業務の負担の軽減についてでありま

すけれども、平成27年度に大規模な機器入れかえ

を予定しておりまして、それにあわせて先生方の

校務支援システムの導入を考えております。これ

によりまして、文書や名簿、事務帳票など市内全

校で統一されるといったこと、それから、日常業

務の負担の軽減がこれによって期待されるものと

思っております。 

  また、成績処理や通信票作成事務等につきまし

ても、できるだけ短時間でできるようなシステム

になる予定でありますので、教職員の業務の効率

化が進み、児童生徒に向き合う時間の確保がこれ

よりもより多くとれることが可能になるというふ

うに期待をしているところでございます。 

  最後に⑺のＩＣＴ支援員の配置についてにお答

えいたしたいと思います。 

  現在、本市では業務委託の形態でＩＣＴ支援員

を８名雇用しております。各学校を定期的に巡回

する形で、週当たり１回程度、午前または午後の

いずれかの時間帯に訪問し、支援に当たっている

ところであります。研究校となります豊浦小学校

につきましては、８月以降、常駐の支援員１名を

配置する予定でおります。 

  また、ＩＣＴ支援員の業務でございますけれど

も、校務用のパソコン、児童生徒用のパソコンの

機器のトラブルの対処のほか、教職員のＩＣＴ機

器の利用の相談、あるいは授業でのＩＣＴ機器操

作や情報モラル指導の支援などに現在当たってお

ります。今後もこの体制を維持しながら、教職員、

児童生徒へのよりよい支援が行えるように努めて

いきたいと、このように思っております。 

○議長（中村芳隆君） ２番、星宏子君。 

○２番（星 宏子君） １番から７番まで、同じよ

うな内容ですので、一括して質問をさせていただ

きたいと思います。 

  まず初めに、ＩＣＴ導入に当たりまして、最初

に教育現場における指針について、これから検討

をしていくというお答えをいただきました。何の

ためのＩＣＴ導入なのか、目的感、利用方法をし

っかり定めた上で活用しないと、学習の目標を見

失ってしまう可能性があると思い、質問をさせて

いただきました。 

  ＩＣＴは、あくまでも道具であってＩＣＴあり

きで授業をつくることのないよう、導入するに当

たり、まず最初に指針をしっかりと定めてほしい

と思っております。 

  また、⑵番の豊浦小学校の今までの取り組みに

ついてなんですが、先日、下野新聞に「県内初文

科省モデル校指定、英語授業にタブレット」と掲

載がされました。この記事の中で、文部科学省の

情報通信技術実証事業に選ばれたと出ておりまし

たが、この事業の内容を教えてください。 

  また、タブレット端末を小学校の英語で使う先

進事例は、全国でもないとありましたので、全国

に広がることを視野に入れ、ＡＬＴを活用しなが

らどのように今後授業を進めていくのか、方針と

か授業内容が決まっていたら教えてください。 

○議長（中村芳隆君） 答弁を求めます。 

  教育長。 

○教育長（大宮司敏夫君） それでは、お答え申し

上げます。 

  今回、文部科学省の実証実験の学校に選ばれた

ということでありますけれども、これは文部科学

省の情報通信技術実証事業、これが民間の事業者

に委託されまして、そこへの私どもの応募学校が

通って今回のようなことになったということでご

ざいます。 

今回、報道には大きく英語授業にタブレットと

いう形で取り上げられたわけですけれども、私ど
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もとしましては、今回の実証研究の中では、英語

とともに一応理科の授業も同じような取り上げ方

をして、研究をしていきたいと、このように思っ

ております。 

  また、英語につきましては、今回ＡＬＴの全校

常駐配置というふうになりますので、それらとコ

ラボをさせて、場合によってはいわゆる反転授業

というような形式での活用も、当然その中には含

まれてくるかと思いますが、多様な活用の仕方が

考えられると思います。 

全国でも、今盛んに取り組まれ始めているとこ

ろでありますので、さまざまな研究事例、そうい

ったものを参考にしながら進めていきたいという

ふうに思っていまして、最初の部分ではいろいろ

な導入の仕方をやってみて、その中の有効性そう

いったものも探っていければいいかなというふう

に思っています。 

  教科については、英語というもの、特に小学校

の英語については、国全体でもこれから広がって

いくものでもありますし、そこにタブレットを利

用するというような取り組みについては、報道に

あるとおり、恐らくそう事例としては多くないも

のであろうと我々も認識しているところでありま

す。 

○議長（中村芳隆君） ２番、星宏子君。 

○２番（星 宏子君） あまり例のない取り組みだ

ということで、本当にこの事業に対して小学生が

本当に喜んで英語の授業に取り組めることを期待

します。また、７年後の東京オリンピック開催に

当たりまして、外国の選手の方とか、外国人の観

光客の方なども、たくさん那須塩原市にもいらっ

しゃるかと思うんですけれども、そういったとき

に、今、英語を学んでいる小中学生が、本当に英

語で皆さんと、来た方と会話をしておもてなしが

できることを目指して、モデル校としてまたいい

先進事例ができることを期待いたします。 

  また、タブレット端末を家庭へ持ち帰って、先

ほどもありました反転授業とか、いろいろな融合

学習というお話がありましたが、家庭学習での有

効活用をするに当たりまして、融合をさせる学習

と、また反転学習のそれぞれのもう少し勉強の詳

しい説明と、それぞれの利点は何でしょうか、お

尋ねをいたします。 

○議長（中村芳隆君） 答弁を求めます。 

  教育長。 

○教育長（大宮司敏夫君） なかなか耳なれない言

葉が出てまいりますので、ちょっとお話をさせて

いただきたいと思いますが、実は、きょう、けさ

も７時からのＮＨＫのニュース番組の中で、大学

でこのタブレット端末を利用した授業、特に反転

授業によって学生の学習意欲が高まって、学力が

高くなったというようなことが話題となっており

ました。 

  あそこに代表されますように、反転の場合には

明らかに普通であれば、今であれば授業の導入で

習う題材、あるいは教材について、教師がある程

度説明をして、それを子どもたちが理解をして、

それを応用して新たな課題に挑戦するということ

を、一連の流れの中でやっていくわけですけれど

も、その最初の部分ですね、最初の部分をタブレ

ットを利用して、あらかじめ教材として動画のよ

うなもので説明をする。そういうものを子どもた

ちが家庭で前もって、いわゆる予習というのでし

ょうか、基本的な部分についてあらかじめ学習を

して、それで学校に来て、授業のところではそれ

を使って応用、発展、そちらのものに大部分の時

間をかけて学習を定着させていくという、いわゆ

る授業と家庭学習とを逆にするということ、それ

が反転ということにつながってくると思うんです

が。 
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  もう一つ、融合学習というものは、これはタブ

レット、いわゆるＩＣＴ機器等を利用しながら、

その機器の特性を上手に生かしながら、より効果

的に学習を進めていくと、その一連の学習の中に

そういったものを、機器も組み合わせながらいく

と、そういうようなものであるというふうに理解

していただければよろしいかと、こんなふうに思

います。 

○議長（中村芳隆君） ２番、星宏子君。 

○２番（星 宏子君） けさのニュースは私も見て

いまして、本当に素晴らしい、反転学習というの

は本当に効果があるんだなと思って見ておりまし

た。 

融合学習と反転学習と、この二つの学習の方法

をどちらの方法が合っているのかとか、どういっ

た方法で進めるのかというのは、その教科ごとに

分けていくのか、それとも同一方法でこれから取

り組んでいく予定なのか、これはこれからの取り

組みの中で決めていくことだとは思うんですけれ

ども、もしわかっていたら教えてください。 

○議長（中村芳隆君） 答弁を求めます。 

  教育長。 

○教育長（大宮司敏夫君） 実は、子どもたちが学

ぶ学習の教材、あるいは題材については、さまざ

まなものがございます。また、それらを学ぶもの

にも子どもたちの学びのスピードというんですか

ね、それに大きな差が生じやすいものと、それほ

ど一斉に学習を進めていっても、時間的な差が生

じないというもの、さまざまなものがあります。 

特にこのタブレットにつきましては、けさの報

道もそうでしたけれども、子どもたちが自分のペ

ースでその学習内容を理解することができる。し

かも繰り返しできる、そして、しっかりと学ぶこ

とができる、安心して学ぶことができるというも

のに、大きな効果を示すものであろうと思ってい

ます。 

  したがいまして、子どもたちにとっては、その

学習、学びの繰り返しが必要とされるような教材、

題材、そういった部分について、特に利用する価

値は大いにあると思っております。 

冒頭議員がおっしゃったように、私たちはタブ

レットを使うことが目的ではございません。あく

までも子どもたちにとってわかる授業を展開して

いって、子どもたちにしっかりとさまざまな力を

つけていくことが大切であろうと思っております

ので、それが生きる、効果的に生きる場面を選ん

で使っていくということが、とっても大切であろ

うと思っています。その逆に、この子どもたちに

紙ベースで示して、考えさせたほうがいいという

そういったものも、逆側には当然あるわけであり

まして、そういったものをこう振り分けていくと

いうことも、この中では出てくるのかなと、こん

なふうに思います。 

○議長（中村芳隆君） ２番、星宏子君。 

○２番（星 宏子君） よくわかりました。ありが

とうございます。本当にＩＣＴを上手に使ってい

くということが、とても大切なのだなという気が

します。 

どちらの融合学習にしましても、また、反転学

習にしましても、どちらの方法であっても、まず

大変になってくるのは先生方の教材づくりになっ

てくると思います。これは、日常の仕事のほかに

プラス教材もつくらなければいけない。となると

かなりの負担になると思いますが、ＩＣＴ支援員

による先生方のサポートはお考えでしょうか、お

尋ねをいたします。 

○議長（中村芳隆君） 答弁を求めます。 

  教育長。 

○教育長（大宮司敏夫君） 議員おっしゃるとおり

に、このタブレットの中に入れる教材づくりとい
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うのは、かなりの時間を必要とするものであろう

と思っています。 

私たちも先進事例、資料を取り寄せております

けれども、その辺が大きな課題になっているとい

うふうに言われております。ですので、私たちは

先生方には授業に集中していただく環境をつくっ

ていくことが大切であろうと思っております。も

ちろん、先生方自身による手づくりの教材をつく

ることもとても大事でありまして、必要なところ

はぜひお願いしたいと思いますが、それが全て先

生方の手にかかってしまうとなると、大変な負担

になるわけでありますので、今回の実証実験に選

ばれたことによりまして、その事業者とも連携を

図れますし、また、既に県の教育委員会、県の総

合教育センターのほうの事業で、実は学校のＩＣ

Ｔ活用事例に関する調査研究というものがことし

から立ち上がります。そこの研究員のメンバーの

１人に、豊浦小学校の先生が入っておりまして、

県の教育委員会とも連携を図りながら、進めてい

きたいというふうに考えております。 

  いろいろなそういった関係機関と連携をしなが

ら、必要なところで必要な支援をしながら、でき

るだけ多くの質の高い教材を開発していく、これ

もこれから始めなければならないわけであります

ので、さまざまな領域の研究がこれから待ってい

るのかと、こんなふうに思っております。 

○議長（中村芳隆君） ２番、星宏子君。 

○２番（星 宏子君） 国の事業としてのそのサポ

ートと、県の教育委員会からのサポートと連携と

いう、ただやってくださいね、ポーンと突き放さ

れた感じではなく、そういう本当に皆さんの支援

というかサポートがあったことをお聞きしまして、

安心をいたしました。 

  また、家庭学習もとても大切になってくるかと

思います。先ほど、教育長のほうからもお話があ

りましたが、家庭学習という意味で、ＩＣＴを有

効活用するに当たり、本当に家庭の協力というの

は、今後不可欠になってくると思いますが、先進

的に取り組んでおります佐賀県武雄市では、2015

年から全中学校、今年度から市内の全小学校の生

徒たちに、タブレット端末を配布して、授業で実

際に活用をしております。 

その武雄市の取り組みの中でも、家庭学習が重

要であり、保護者の教育が不可欠であると言って

おりますが、豊浦小学校で導入するに当たり、夏

休みに先生の講習会をすると伺いました。保護者

向けの講習会も、それに伴い必要だと思っており

ます。 

  やはり、学校と家庭で同じ意識と目的感を持っ

て、子どもの学習に取り組まないと効果は半減し

てしまうと思いますが、保護者向けに模擬授業を

行い、取り扱いの説明や学習方法等の講習会を実

施したらいいのではないかと考えますが、本市の

お考えをお尋ねいたします。 

○議長（中村芳隆君） 答弁を求めます。 

  教育長。 

○教育長（大宮司敏夫君） 確かに議員さんがおっ

しゃるとおりに、これ家庭学習が成立しなければ

意味がなくなってくるわけでもありますので、そ

ういった体制もしっかりととっていかなければな

らないと思っております。そのためにも、子ども

たちに理解してもらうと全く同じように、保護者

の方々にもしっかりとこの意味、それから機器の

取り扱いについても十分理解していただく必要が

あると思います。ですので、今回の導入に当たっ

ては、そのところにつきましても十分に体制を取

っていきたいと思っております。 

  また、先ほど、ＩＣＴの支援員についてのかか

わりを落としてしまいましたので、ＩＣＴ支援員

につきましては、先ほど申しましたように、学校
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に常駐いたしますので、いろいろな意味で技術的

な部分で先生方をサポートできる体制がこれでで

きるのではないのかと、こんなふうに思っており

ます。 

○議長（中村芳隆君） ２番、星宏子君。 

○２番（星 宏子君） ＩＣＴ支援員の今、学校に

常駐しますということでしたが、これから全小学

校にタブレット端末を導入するに当たりまして、

全小学校に各学校それぞれ１名ずつ今後配置をし

ていく予定になりますか。それともスクールカウ

ンセラーのように２校とか３校に１個とか、グル

ープごとに１人というふうな形になっていくんで

しょうか、お尋ねいたします。 

○議長（中村芳隆君） 答弁を求めます。 

  教育長。 

○教育長（大宮司敏夫君） 今後、各学校への配置

等につきましても、この豊浦小学校の研究を踏ま

えた上で、どういう形で導入していくことが望ま

しいかということも、しっかりと研究していきた

いと思います。それによりまして、ＩＣＴ支援員

をどういうような形態で配置していくことが、一

番効果的かということも、自ずとその中から出て

くるんだろうというふうに思っております。 

  いずれにしましても、先生方にはなるべく、先

ほど申しましたように、授業に集中していただい

て、そのほかの部分については分担をしていく、

そういった体制をつくるためにも、このＩＣＴ支

援員の役割というのは大変大きいというふうに思

っておりますので、しっかりと詰めていきたいと、

このように思っております。 

○議長（中村芳隆君） ２番、星宏子君。 

○２番（星 宏子君） 支援員のほうの育てるとい

うか、支援員のほうのサポートのほうも、どうぞ

よろしくお願いをいたします。 

  続きまして、ＤＡＩＳＹ教科書の進捗状況につ

いてお聞きしたいのですが、今後も各学校への情

報提供をするとのお答え先ほどをいただきました。

ＤＡＩＳＹ教科書をタブレット端末にダウンロー

ドをして、これもまた個人の家庭学習ですとか、

学習に役立てるお考えはありますか、お尋ねをい

たします。 

○議長（中村芳隆君） 答弁を求めます。 

  教育長。 

○教育長（大宮司敏夫君） ＤＡＩＳＹ教科書をタ

ブレットで利用する予定はというお話ですけれど

も、これにつきましても前向きに取り組んでいき

たいと思っております。特に先ほど申し上げまし

たように、機器の性能というんでしょうか、そう

いったものに多分に依存する部分もございます。

ですので、今後、タブレットがどんな形になって

いくか。今現在は、前に申し上げたかもしれませ

んけれども、汎用性の高い規格で今つくられてお

りますけれども、これが教育現場にどういう形で

今後入っていくかという、企画の部分についても、

今後、いろいろあるんではないのかというふうに

思っております。 

  いずれにしましても、必要とする子どもたちに

とっては大変有効なものでありますので、そうい

ったものにつきましては、今後さらに研究を進め

ていきたいと、こう思っております。 

○議長（中村芳隆君） ２番、星宏子君。 

○２番（星 宏子君） 教材のそのコンテンツがふ

えてくるのではないかということは、本当に私も

それはそのように思います。さまざまなまたコン

テンツがふえるに当たりまして、教育現場のほう

でも、さまざまな情報提供も必要になってくると

思います。授業を行う先生たちが、より使いやす

い教材が一番いいと思いますので、ＩＣＴ支援員

のまた協力のもと、また、納得のいく教材が先生

たちが使いやすいような形で、また子どもたちも
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使い勝手のいいというか、わかりやすい教材とな

るよう、よく話し合いをしたり協議をした上で、

お金のかかるものに対しては購入する場合もある

と思うんですけれども、そういった時には購入と

いうことも考えてはいただけるのでしょうか。 

○議長（中村芳隆君） 答弁を求めます。 

  教育長。 

○教育長（大宮司敏夫君） 確かに今後、さまざま

な教材、コンテンツが開発されていくことを私た

ちも大いに期待をしております。現実に、パソコ

ン教室に配備しております教材につきましては、

以前は、導入時に揃えてしまって、それを５年あ

るいは６年使うというふうなことがあったわけで

すが、当然のことながら、今の時代、とてもとて

もその長い期間、教材が鮮度を保つということは

あり得ないわけでありますので、今は先ほど申し

ましたように、単年度ごとに学校で必要な教材を

ダウンロードして、使えるようなそういうシステ

ムに変えておりますので、最新の教材を学校側が

必要なものを選んで使えるようなそういうような

体制に今整えてきております。 

  そんなことをご理解いただければと思います。 

  なお、ＩＣＴ支援員につきましては、実際に今

の、実は情報教育関係の授業の中で、先生方と一

緒にパソコン室で、機器の操作をＩＣＴ支援員が

して、授業を進めるほうに先生方が特化するとい

うような形で、もう行われておりますので、大変

学校現場としては、役に立っている、助かってい

るということもあわせてお伝えしたいと思います。 

○議長（中村芳隆君） ２番、星宏子君。 

○２番（星 宏子君） すごく重要、ＩＣＴ支援員

の方の責任、責任ではないですね。重要な役割を

果たすということもよくわかりました。ありがと

うございます。 

  教育現場でデジタル化が日々進み、今まで読み

書きが苦手だった、計算が苦手だった子どもたち

も勉強に集中して取り組めるようになったり、限

られた授業時間も効率的に活用できるようになっ

てまいりました。先ほどの最初にありました山梨

大学の生徒さんたちもそうでしたが、テストの結

果をリストに、グラフにまとめたところ、一番多

かったのが50点台だった生徒さんたちが、反転授

業を行うことによって80点が一番多くなったと。

それだけやはり学習効果もあったということで、

勉強が楽しくなると、本当に授業が楽しくなると

意欲が出て、成績も上がったために、漠然として

いた卒業後の進路の希望もしっかりと定まってき

ましたとか、あとはコミュニケーションがとても

苦手な生徒も、みんなの前で発表することが多く

なったがために、それを克服できたというコメン

トなんかも出ておりました。 

  本市も小学校でタブレットを使用して、英語の

授業と、全国でも例のない先進的な取り組みがこ

れから始まろうとしておりますが、言語活動はあ

くまでも人とのコミュニケーションの中で成り立

つもので、そのコミュニケーションがあるから学

び合いが生まれると思います。ＩＣＴを活用する

ことで、言語活動が閉ざされることのないよう、

楽しく学習能力が向上するツールとして、有効活

用した事業となることを期待いたします。 

  また、１人１台タブレット端末を使用すること

により、今騒がれております貧富の差が、教育の

格差の解消につながることを願い、次の質問に移

らせていただきます。 

  ２番、那須塩原市定住促進について。 

  日本創成会議・人口減少問題検討分科会におい

て、地方はこのまま推移すると多くの地域は、将

来消滅する恐れがある。人口の再生産力をあらわ

す簡明な指標として、若年女性20歳から39歳の女

性人口の状況を見てみると、若年女性が高い割合
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で流出し急激に減少するような地域では、いくら

出生率が上がっても将来的には消滅する恐れが高

いと発表されました。 

  この発表に衝撃を受けたのは私一人ではないと

思います。楽観視できないこの発表に対して、本

市においても、若い世代や生産世代の流出、少子

化対策は緊急に取り組まなければならない最重要

課題であると思います。 

  日本創成会議で少子化対策は、早ければ早いほ

ど効果がある、人口が減少し続ける中で、出生率

改善の５年のおくれが将来の安定的人口を300万

人分減少させるとも言われております。 

  以上のことからお伺いをいたします。 

  ⑴本市における若者の就業、就労支援について

お伺いいたします。 

  ⑵少子化対策として、本市の合計特殊出生率の

目標設定についてお伺いをいたします。 

  ⑶第三子からの子育て支援の充実について、本

市の考えをお伺いいたします。 

  ⑷本市独自の制度として、第三子からの出産祝

い金を給付してはどうか、お伺いをいたします。 

  ⑸那須塩原市定住促進計画の12ページ、移住先

のエリア選定基準に関することの項目で、（ウ）

小児医療や学童保育などの子育て環境について、

近隣市町のほうがよいと認識している方がいまし

たが、移住理由まで至っていないとあるが、なぜ

近隣市町のほうがいいと認識をしているのか、調

査・検討をしているのかをお伺いいたします。 

○議長（中村芳隆君） ２番、星宏子君の質問に対

し、答弁を求めます。 

  市長。 

○市長（阿久津憲二君） 星議員の質問に、私から

もお答えをいたします。 

  その前に、ことしの予算編成に当たってマスコ

ミから、一口で言うと何の予算と問いかけられた

時に、もう咄嗟とは言いませんが、深く心にあっ

たもので、定住促進元年予算とこう咄嗟にお話し

した言葉でした。 

実はこれを言う前には前段がありまして、今世

紀に入って特に限界集落の問題が10何年か前から

どこへ行ってもその話は聞かれた。ああ，そんな

もんかなと、高齢化でみんな元気で、長生きすれ

ばいずれ限界だなと思っていたら、実はとんでも

ない落とし穴がその裏にはありまして、2005年の

国勢調査、このときに初めて今より、今は合併が

進んで1,720弱の自治体しかございませんが、当

時はまだ2,000近くあったと思います。その中で、

初めて一年間を通して１人の子どもも生まれない、

そういう自治体が初めて出たのが2005年。あれっ

と思ってそのことを追跡したといいますか、自分

なりに一切声を立てずに調査するものはしていた。 

  2010年の国勢調査では、これが10自治体に及ん

だ。１人の子どもも生まれない。それは東京にも

愛知県にも出てきたんです。ふえているところで

もでる。あっ、この減少はもうまだらにどこへで

も出るなと、このまま行くと大変な人口減少社会

を迎える可能性があると。ただ、外に向かって発

言するのがちょっと恥ずかしいというか、まだそ

の論調がありませんでしたから黙っていたんです

けれども、よく調べたら、４年前の県議会で、こ

れから一番頑張って取り組むのは少子化ももちろ

んそうですが、この定住促進を図らないと、栃木

県もとてつもない怪物にぶつかるよと、こういう

発言を４年前、県議会でして、こういうことが

次々に経過としてあって定住促進と、この言葉に

私は至りました。 

特に今、全国で定住の促進に取られている主な

政策は、180自治体で、大体ですよ、この徹底し

たアセットマネジメント、合併によってふえ過ぎ

た施設をどうやって20年くらいかけて詰めていく
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か、もう小さくしていこう。きのう、質問にござ

いましたが、コンパクトシティです、それを突き

詰めると。でも、小さくすることだけでいいのと

いうのが、私はいつも心にあって、これはどうし

てもシティプロモーション、この市を地域に売り

出して、定住を促進すること、これをやっていい

市なのか悪い市なのか、それを判断に若干の時間

がかかってきました。 

  やってもいい市なんですよ。交通、自然、産業、

どれを見てもいい。こういうことで自信を持って

定住促進を掲げたわけでございますので、現在、

このシティプロモーション、定住促進を現実に打

ち出しているのは、全国の自治体で１％と言われ

ておりますから、20とはないと思います。これは

口では言っているんですよ、やります、やります

と。だけど何から手をつけていいかわからないの

が、この定住促進。妊婦から、出産から、保育か

ら、教育から、就職から結婚、だあーっと人の一

生を充実する以外にない。こういう考えの中で、

ちょっとおこがましいとは思いましたけれども、

今できるものを定住促進の策として打ち出したと、

こういうことを前段でぜひ質問者のほうにもわか

っていただきたいなと。自分の宣伝ではありませ

ん、これは。そういう気持ちでの予算編成になり

ました。 

  以下、教育長もしゃべりたいことを全部しゃべ

ったと思いますので、私も今一言余分にしゃべら

せていただきますが、那須塩原市の定住促進、こ

れについて順次お答えをさせていただきます。 

  本市における若者の就業・就労支援についてで

すが、本市の就労支援につきましては、県やハロ

ーワーク栃木、ジョブモール等の連携を図りなが

ら、就業・就労を支援する機関や団体、各種支援

制度に関する情報の提供に現在努めております。

特に若者を対象とした就労支援としては、個々の

状況に応じたキャリアカウンセリングや職業訓練

費用の助成等を一貫して行う若年求職者バウチャ

ー事業や自立への道をうまく見つけられない若者

を対象に、相談や研修、職種別訓練や職業体験等

を組み合わせてサポートする地域若者サポートス

テーション事業等の支援制度がありますので、随

時これらの情報提供を行っております。 

  次に、⑵の少子化対策と本市の合計特殊出生率

の設定についてもお答えいたします。 

  日本創成会議が５月８日に発表した「ストップ

少子化・地方元気戦略」においては、少子化対策

の目標として国全体では10年後の2025年の合計特

殊出生率を1.8に、その後、出生の動向を踏まえ

て、目標となる水準、時期を再検討し、出生率を

2.1に置きながら設定し直すという基本目標が示

されましたが、現在のところ、本市として目標設

定はしておりません。 

  次に、第三子の子育て支援の充実について、お

答えいたします。 

  現在、本市においては保護者の経済的負担軽減

を図るための支援として、第三子以降の保育料の

免除、認可外保育園施設の保育料の２分の１の補

助、私立幼稚園就園奨励費の補助、わんぱく保育

支援事業による私立幼稚園の保育料の補助等を行

っております。今後、第三子からの子育て支援に

つきましては、少子化対策においてさらなる支援

の必要性についても検討していきたいと考えてお

ります。 

  また、何度か質問をいただきましたが、けさの

新聞ではいわゆる骨太の国の基本的な財政運営の

骨太の方針の一番上に、学童保育の充実と書いて

ありましたね。30日ごろ具体的な案が出るとも言

われておりますが、そういう面では第三子だけで

はなくて、この学童保育、国もやるんだなとこう

いうこと、けさはとても明るい気持ちで拝見いた
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しました。 

  また、⑷の本市独自の制度として、第三子から

の出産祝い金を給付してはどうかについても、お

答えいたします。 

  少子化対策定住促進対策としての効果という面

から考えますと、第三子以降の出産祝い金等の一

時的な給付を行うという制度より、待機児童の解

消を含めた子育て環境の整備、さらには保育料等

の負担軽減を継続的に図ることが、総合的な子育

て支援策として保護者や児童にとって、より効果

があるのではないかと、こういう判断でございま

して、現在の方法を継続したいと思っています。 

  また、那須塩原市定住促進計画を策定するに当

たって実施したグループアンケートにおける移住

の理由等について、その認識と調査・検討の状況

についてもお答えをいたします。 

  まず、近隣市町との比較に関する認識について

は、回答者の自分にかかわる事業比較の認識であ

り、子育て環境全体の事業比較ではないと私は感

じております。また、移住を考える上で、子育て

環境は一つの検討材料ではありますが、その他の

要素も多数あり、結果として本市に移住してきた

のが現状です。近隣市町との比較などの調査・検

討については、それぞれの事業を実施する時点で、

各所管において近隣市町との比較検討を行ってお

り、そうした検討を踏まえ、適切な事業設計、運

用も行っております。 

  今後、定住促進を図っていくためには、他自治

体との差別化が必要であり、全国的な先進地の事

例等も研究をしながら、本市の個性と特性を生か

した事業を今後とも継続して実施していきたいと

考えておりまして、第１回の答弁といたします。 

○議長（中村芳隆君） 質問の途中ですが、ここで

10分間休憩いたします。 

 

休憩 午後 ３時０５分 

 

再開 午後 ３時１５分 

 

○議長（中村芳隆君） 休憩前に引き続き会議を開

きます。 

  ２番、星宏子君。 

○２番（星 宏子君） 先ほど、市長から答弁をい

ただきました。 

  １番から４番まで関連しておりますので、一括

して質問をしたいと思います。 

  まず初めに、若者の就業・就労支援について、

若い世代の就業・就労支援についてですが、これ

からの取り組みとしてお尋ねをしたいんですけれ

ども、これからの那須塩原市を担いゆく、例えば

高校生や大学生の本市に対する意識調査やアンケ

ート調査を実施し、就労・就業でＩターン、Ｕタ

ーンの希望があるのかどうかの有無、また、本市

に抱くイメージや活性化のために何が必要なのか

というものを、若い方たちのご意見などを今の若

者がどう考えて、今までどのようなことをしたら

いいのか、これからどのような施策をしたらいい

のかとか、そういった若い人たちの知恵などをお

聞きしながら、高校生、大学生にターゲットを絞

ったアンケート調査を今までやったことはあるの

かどうか、お聞きいたします。 

○議長（中村芳隆君） 答弁を求めます。 

  産業観光部長。 

○産業観光部長（藤田輝夫君） 今までに、高校生、

大学生を対象にした雇用に関するところが主にな

るのかと思うんですが、そういうアンケートを実

施したことがあるかということだと思うんですが、

ここまで細かいアンケートについては実施したこ

とはございません。 

○議長（中村芳隆君） ２番、星宏子君。 
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○２番（星 宏子君） 今、そういったアンケート

調査を実施したことがないというお答えでしたが、

これからやはり10年先、20年先、この那須塩原市

をつくっていく子どもたち、また若者たちの意識

がどうなのか、今しっかり把握をしていく必要が

あるのではないかと思いまして、ここで出させて

いただきました。 

  ＮＰＯ法人のフローレンス代表理事、駒崎弘樹

さんは、内気な若者こそが地域を救うと言ってお

ります。内向きとは地元が大好きという若者です。

非グルーバル化だと言われる人もいるかもしれま

せんが、地元を愛する若者が残ってくれなければ、

過疎化も進み、地方が破綻をしてしまいます。そ

ういったことも含めまして、本当に地元で働きた

い、地元に残りたいという、またそういった学生

たちの意見をしっかり今ここで抑えておくために、

やってはいかがかなと提案をさせていただきたい

のですがどうでしょうか、お尋ねいたします。 

○議長（中村芳隆君） 答弁を求めます。 

  産業観光部長。 

○産業観光部長（藤田輝夫君） アンケートの実施

については、本市独自の雇用施策というものを検

討する上において、非常に重要なものであるとい

うふうに認識しております。今後は、やり方、あ

るいは設問、あるいは対象をどうするか等々につ

いて早急に詰めまして、できるだけ早いうちに実

施いたしまして、産業観光部は、定住促進の雇用

という部分を担っておりますので、そこの部分の

新たな施策、新たな事業のほうにつなげてまいり

たいというふうに考えております。 

  以上です。 

○議長（中村芳隆君） ２番、星宏子君。 

○２番（星 宏子君） ぜひよろしくお願いいたし

ます。 

雇用はとても大切だと思います。私も先月、県

内の大学生と懇談会で話をする機会がありました。

地元で就職をしたいが求人がない、会社がないと

いう悩みのお話もありました。やはり大企業に勤

めたいようでしたが、県内の中小企業でも世界に

誇れる技術力を持つ企業があるよとお話をしたと

ころ、少し考え方も変わったようです。 

  情報提供はとても必要だと思っております。そ

こでお聞きしたいのですが、若年求職者バウチャ

ー事業、地域若者サポートステーション事業の先

ほど答弁の中にありましたが、この制度について

実績などありましたら教えてください。 

○議長（中村芳隆君） 答弁を求めます。 

  産業観光部長。 

○産業観光部長（藤田輝夫君） 先ほどの若年求職

者バウチャー事業、及び地域若者サポートステー

ション事業についての実績のお尋ねだと思います

が、事業主体が市でないものですから、あくまで

も相手方から聞き取ったという範囲の中の、うん

とアバウトなお話なんですが、実際に事業に申し

込んで事業を受けて、その方が最終的に就職にた

どりつく割合というのは、おおむね２分の１くら

いの方ということでお話を聞いています。 

  本当にアバウトなお答えで申しわけございませ

んが、以上です。 

○議長（中村芳隆君） ２番、星宏子君。 

○２番（星 宏子君） わかりました。今、おおむ

ね２分の１ということでした。そうしますと、や

はり本市独自での若者の就職支援というものが、

とても必要になってくるのではないかと思うんで

すけれども、先ほどの大学生との懇談会の中での

話もそうなんですが、やはり就職への情報提供と

いうのがとても大切であると思います。 

  例えば、本市独自の事業としてハローワークと

提携をしまして、都市部の大学やまた県外の大学

への就職のための情報提供や、また、Ｉターンと
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かＵターンの推進などは行うことを考えられるか

どうか。また、学生にとって就職情報などはわか

りやすく提供されているのでしょうか。せっかく

また就職をしても、ミスマッチで続けられずに退

職することのないように、しっかりとハローワー

クとも提携、連携を密にして、サポートをして定

住につなげていったらいいのではないかと考える

のですが、そういった政策とかは行うことができ

ますでしょうか、質問をいたします。 

○議長（中村芳隆君） 答弁を求めます。 

  産業観光部長。 

○産業観光部長（藤田輝夫君） はい、独自の取り

組みの中で、情報の提供をハローワークなどと連

携しながら、県内外の大学等に丁寧に、親切に、

早くお伝えできないかというようなご提案だと思

うんですが、そちらについてはひとつ今後の中の

検討課題ということで、ご回答をさせていただく

ということにさせていただければと思います。 

  あと、今現在もハローワーク等と連携した中で

の情報提供はやっておりますので、そちらについ

ては引き続き、一層充実するような形で努めてま

いりたい、継続してまいりたいというふうに考え

ております。 

  以上です。 

○議長（中村芳隆君） ２番、星宏子君。 

○２番（星 宏子君） ぜひ今後とも力を入れて、

しっかり若い人たちがＵターンして、また、ほか

の県からもぜひぜひ呼び込めるくらいにどんどん

アピールをして、そういった定住という形で取り

組んでいただければと思います。 

  また、やはり就職といいましても企業がないと

なかなか難しいかなと思うんですけれども、本市

の企業誘致への取り組みなどありましたらお尋ね

をいたします。 

○議長（中村芳隆君） 答弁を求めます。 

  産業観光部長。 

○産業観光部長（藤田輝夫君） 本市の企業誘致の

取り組みについてということでございますが、議

員ご案内のとおり、今企業を誘致するということ

については、本当に厳しい状況下にあるんだなと

いうふうに思っています。そんな中で、まず一つ

できることは、地場産業というものをどうやって

育成していくか、創設していくかというのが一つ

切り口としてあるんだと思います。 

  あと、もう一つは、私どもの市の強み、交通体

系が充実している、あるいは農業、観光業、商業、

工業というものがバランスよく配置されていると

いうようなところも、連携する上では一つのポテ

ンシャルになると思いますので、私どもの市が持

っている強み、あるいは弱みというものを、詳細

にわたって分析する中で、私どもの市の特色、特

性というものに見合った、要するに業種とかそう

いうものがあるのかなんていうものをちょっと検

討しながら、そういうものが見出せれば、そこに

ターゲットを絞ったプロモーション、誘致活動と

いうものができると思いますので、そんなことに

ついても、今後の中で調査・研究してまいりたい

というふうに思っています。 

  以上です。 

○議長（中村芳隆君） ２番、星宏子君。 

○２番（星 宏子君） 地場産業と先ほどおっしゃ

っていただいたんですけれども、確かに今あるも

のをどれだけ磨いて、また、よさを発見して、そ

れをさらに拡大していくかというのはとても大切

なことだと私も思っております。地場産業としま

しては、那須塩原市としましてもさまざまな地場

産業があると思います。 

  １つに考えられますのが農業に関しまして、農

業、酪農さまざまありますけれども、第一次産業

から第六次産業を事業化する計画などは、あった
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ら教えてください。 

○議長（中村芳隆君） 答弁を求めます。 

  産業観光部長。 

○産業観光部長（藤田輝夫君） お答え申し上げま

す。 

  先般、新聞報道等もございましたが、本市の場

合は生乳の産出額本州一というような一つの大き

なポテンシャルを持っておりますので、そういう

ものを活用した六次産業化というものについて、

途についたばかりではございますが、今後詳細に

わたって検討をしてまいりたいというふうに考え

ているところです。 

  以上です。 

○議長（中村芳隆君） ２番、星宏子君。 

○２番（星 宏子君） これからの生乳を主にした

六次産業化ということでしたが、牛肉とか、例え

ば大根とか、カブとか、アスパラとかそれぞれい

ろいろな、お米とかもそうですし、農産物に関し

ましても、本市独自のブランド、例えばこだわり

の製法で高級感を出しましたよとかでもいいと思

いますし、牛肉に関しましても塩原牛という形で、

例えばブランド名を出して売り出すとか、そうい

ったことは考えられますか。大田原牛とか那須牛

とかはよく耳にするんですが、塩原牛はそういえ

ばないなと思いまして、ちょっと言わせていただ

きました。 

○議長（中村芳隆君） ２番、星宏子議員に申し上

げます。 

  通告範囲をちょっと超えておりますので、通告

に従って質問をお願いします。 

  ２番、星宏子君。 

○２番（星 宏子君） 失礼しました。 

六次産業化に当たりまして、話を戻させていた

だきます。生乳の六次産業の計画ということで先

ほどお話がありましたが、１つの作業工程の中に

就職ということも含まれますが、障害者枠、例え

ば若者でも引きこもっていたりとか、またニート

になってしまっている方のそういった方の就労枠

ですとか、障害者枠をつくることも可能かとは思

うんですが、そういった形での就労支援というこ

ともお考えにありますか、お尋ねをいたします。 

○議長（中村芳隆君） 答弁を求めます。 

  保健福祉部長。 

○保健福祉部長（人見寛敏君） 障害のある方、ま

たはニートの方の就労という形ですと、定住促進

という部分とはまた全く違った分野での、現在、

国の法律でも障害者雇用枠の率の拡大というもの

がありまして、昨年度ですか、それに基づいて雇

用率も上がっているというような報道もなされて

おりますが、それについてはこの定住促進とは、

またかけ離れたというか、別の捉え方というふう

に考えております。 

  以上です。 

○議長（中村芳隆君） ２番、星宏子君。 

○２番（星 宏子君） わかりました。 

それでは、出生率のことについて質問を移らせ

ていただきたいと思います。 

  本市としましては、出生率の目標設定はしてい

ないとのご答弁でしたが、今後の本市の人口推移

の目標設定は決めておりますか。また、本市の出

生率などを教えてください。 

○議長（中村芳隆君） 答弁を求めます。 

  保健福祉部長。 

○保健福祉部長（人見寛敏君） 現在、子ども・子

育て支援計画を策定中の中で、将来の出生数の推

計をしております。こちらについては明日の齊藤

誠之議員の質問の中にもあるんですが、平成27年

度から31年度までの５カ年間という推計をいたし

ておりまして、27年度が965人、平成31年度が897

人というふうな、これはこの子ども・子育て支援
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計画を策定する中で、国からその人口推計をする

際に、広報と変化率法というような方法で過去の

市のデータをもとに人口推計をするというふうな

見本が示されておりまして、それに基づいて計算

を行ったものでございますが、実際に出生数を過

去のものから見ますと、平成20年で、これは年度

ではございませんで、栃木県保健統計年報やら人

口動態統計調査などで発表されているものなんで

すが、平成20年が1,084名、平成24年が1,099名と

下がってはいないというふうな状況です。 

さらに、合計特殊出生率の推移を見ますと、那

須塩原市においては平成20年のときに1.52で、県

内順位は６位でございました。これが平成24年で

1.63となりまして、県内順位は２位と上昇をして

おります。 

  また、この合計特殊出生率というのが、実際に

は市内にお住まいの方の母の年齢別の出生数を15

歳から49歳までの合計というような中で、年齢別

人口で割って算出するというような特殊な計算方

式でやるものなんですけれども、それは先ほどか

らお話をさせていただいている定住促進の中の人

の流出、流入という部分は反映されない計算方法

になります。その反映されている部分ということ

であれば、人口1,000人に対して何人生まれてい

るかというふうなところの出生率というふうなも

のがございます。 

こちらについていえば、平成20年の時に9.3で

県内７位であったものが、平成24年で9.3で県内

３位というようなことで、那須塩原市としては、

これまで実施してきた政策がある程度功を奏して、

こういった出生率、県内順位での上昇、落ちない

形というものが結果としてあらわれているのでは

ないかというふうに考えております。 

  以上です。 

○議長（中村芳隆君） 企画部長。 

○企画部長（片桐計幸君） 人口の目標ということ

でございますけれども、定住促進計画の中に10年

後の目標を定めてございます。人口規模11万

7,000人ということで示させていただいてござい

ます。 

  以上です。 

○議長（中村芳隆君） ２番、星宏子君。 

○２番（星 宏子君） 合計特殊出生率につきまし

ても、那須塩原市は栃木県の中でも上位のほうに

いるということで、また、子どもの生まれる数、

出生率に関しましても下がってはいないというお

話でした。しっかりそれを保ちつつ、次のやはり

手を打っていかないといけないなと感じていると

ころではあるんですけれども、６月２日の下野新

聞に、先ほど市長からもお話がありました経済財

政運営の指針、骨太方針の原案がまとまりまして、

第三子以降の支援拡充ということで、こちらも下

野新聞のほうに載っていた記事なんですが、しっ

かり第三子以降の支援拡充ということでもまた、

ひとつお聞きをしたいところであるんですけれど

も、第三子以降の保険料の免除ですとか、認可外

保育施設の保育料２分の１の補助、幼稚園の保育

料の補助と先ほど答弁の中にお答えとしてありま

したが、これの補助につきましては、上の第一子

目の年齢制限は定められているかどうか、お尋ね

をいたします。 

○議長（中村芳隆君） 答弁を求めます。 

  保健福祉部長。 

○保健福祉部長（人見寛敏君） 保育料につきまし

て、第三子という形であれば、同時入所以外であ

っても同一世帯で３人以上の児童、18歳未満を養

育している場合には、申請に基づいて第三子以降

の３歳未満の児童の保育料を免除するというよう

な、市単独補助の制度がございます。 

  以上です。 
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○議長（中村芳隆君） ２番、星宏子君。 

○２番（星 宏子君） 上の子が18歳まででしたら

補助ということ……、未満ですね。すみません、

失礼しました。18歳未満でしたら、第三子が保育

料に関しては補助があるということでよかったで

すか。すみません。もう一度お尋ねします。 

○議長（中村芳隆君） 答弁を求めます。 

  保健福祉部長。 

○保健福祉部長（人見寛敏君） ３人以上の児童が

18歳未満で養育している中で、第三子以降の３歳

未満の児童の保育料というふうに、ちょっとすみ

ません、わかりにくい表現ですが、対象となるの

は３歳未満のお子さんの保育料が免除というふう

な形でございます。 

○議長（中村芳隆君） ２番、星宏子君。 

○２番（星 宏子君） ３歳未満ということですね。

わかりました。そうしますと、また認可外保育園

の施設２分の１の補助ですとか、幼稚園の保育料

の補助などということも、上の子の年齢制限がも

し定められているとするならば、第一子が18歳ま

では第三子以降に関しましては、そこは補助とい

うか無料、上の子の年齢の制限を上げるという政

策は考えられますか、お尋ねをいたします。 

○議長（中村芳隆君） 答弁を求めます。 

  保健福祉部長。 

○保健福祉部長（人見寛敏君） 先ほど、市長から

お答えをいたしましたとおり、国でも第三子以降

の少子化対策の中での施策というふうなところが

新聞報道はされておりますが、その詳細について

はまだ私どものほうの手には届いておらない状況

でございますので、この部分について、しっかり

と注視していくとともに、この第三子以降に限ら

ず、要は定住促進につながるというか、少子化対

策につながる施策ということで、検討をしていく

必要があるものと考えております。 

  以上です。 

○議長（中村芳隆君） ２番、星宏子君。 

○２番（星 宏子君） ぜひよろしくお願いをいた

します。 

  定住促進につきましては、ここにある那須塩原

市にある資源を磨き、また、よさを発見し育てて

いく中に生まれてくると思います。若者が結婚、

出産、子育てしやすい環境を整え、出生率を上げ

ることは大都市への人口移動を食いとめること、

行政、市民、企業などの連携を深め、知恵を集め

て那須塩原市らしさを前面に出して、対策の充実

を図っていくことが今後も大切だと感じておりま

す。 

  那須塩原市が今後消滅する市とならないよう、

少子化対策を先手必勝で取り組んでいくことを要

望し、私の一般質問を終わります。 

  ありがとうございました。 

○議長（中村芳隆君） 以上で、２番、星宏子君の

市政一般質問は終了いたしました。 

 

─────────────  ◇  ───────────── 

 

◎散会の宣告 

○議長（中村芳隆君） 以上で本日の議事日程は全

て終了いたしました。 

  本日は、これをもって散会いたします。 

  ご苦労さまでした。 

 

散会 午後 ３時４０分 

 




